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⑤
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戦
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お
け
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兵
士
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送
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還
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ジ
ア
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兵
士
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送
り
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帰
還

⑤
お
わ
り
に

［論
文
要
旨
］

　
本
論
考
は
、
満
州
事
変
・
日
申
戦
争
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
期
を
と
お
し
て
、
国
家
、
特
に
軍

が
、
兵
士
の
見
送
り
と
帰
還
に
ど
の
よ
う
な
方
針
で
臨
ん
だ
の
か
、
ま
た
兵
士
は
ど
の
よ
う
に
し
て

戦
場
へ
送
り
出
さ
れ
、
あ
る
い
は
帰
還
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
徴
兵
・
兵
事
史
料
等
を
用

い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
満
州
事
変
期
、
軍
は
入
営
兵
へ
の
饅
別
や
除
隊
兵
の
返
礼
等
旧
習
の
打
破
、
冗
費
の
節
約
に
カ
を

入
れ

た
。
そ
の
後
日
中
戦
争
が
勃
発
し
、
多
く
の
兵
士
が
動
員
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
応
召
兵
の

出
征
を
祝
す
壮
行
会
や
歓
送
会
、
激
励
会
、
武
運
長
久
を
祈
る
祈
願
祭
等
が
盛
大
に
行
わ
れ
、
「
赤

紙
の
祭
」
が
始
ま
っ
た
。
戦
争
が
長
期
化
す
る
と
、
軍
は
防
諜
を
理
由
に
入
営
・
応
召
兵
の
盛
大
な

歓
送
迎
会
や
見
送
り
等
「
9
6
れ
」
の
儀
式
の
簡
素
化
を
試
み
、
特
に
帰
還
兵
士
の
歓
迎
に
は
神
経
を

つ
か

い
自
粛
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
四
一
年
七
月
の
「
関
特
演
」
は
、
こ
う
し
た
「
別
れ
」
の
儀
式
を
一
変
さ
せ

た
。
軍
は
防
諜
を
理
由
に
、
地
方
行
政
機
関
に
召
集
業
務
を
極
秘
に
遂
行
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
当

初
は
軍
側
の
方
針
の
不
統
一
に
よ
り
、
行
政
機
関
に
少
々
混
乱
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
の
後
は
軍
の

執
拗
な
要
請
に
よ
り
、
神
社
や
学
校
で
の
歓
送
迎
、
駅
で
の
見
送
り
、
送
別
会
、
祈
願
祭
な
ど
種
々

の

儀
式
が
制
限
・
禁
止
さ
れ
、
ま
た
応
召
兵
も
軍
服
着
用
を
禁
止
さ
れ
、
私
服
で
密
か
に
出
征
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
「
赤
紙
の
祭
」
の
終
焉
を
意
味
し
、
兵
士
や
民
衆
の
志
気
を
弱
め
、
戦
意

を
喪
失
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
軍
の
方
針
自
体
、
戦
争
の
遂
行
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
た
め
軍
は
、
一
九
四
一
年
一
二
月
の
日
米
英
開
戦
後
、
銃
後
の
欝
屈
し
た
気
分
を
一
掃
し
戦

意
を
昂
揚
さ
せ
る
た
め
、
歓
送
や
見
送
り
等
を
許
可
し
、
種
々
の
制
限
を
緩
和
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ

た
。
「
赤
紙
の
祭
」
の
復
活
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
根
こ
そ
ぎ
動
員
が
す
す
む
中
で
は
、
増
え
続

け
る
戦
死
者
を
ど
の
よ
う
に
祭
る
か
が
最
大
の
課
題
で
あ
り
、
防
諜
を
心
配
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど

の

「赤
紙
の
祭
」
の
熱
狂
は
、
ど
こ
に
も
見
あ
た
ら
ぬ
時
代
が
到
来
し
た
。
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藤
井
忠
俊
氏
は
著
書
『
国
防
婦
人
会
』
に
お
い
て
、
日
中
戦
争
か
ら
ア
ジ
ア
太
平

洋
戦
争
の
時
代
を
、
民
衆
の
「
別
れ
」
、
つ
ま
り
出
征
兵
士
と
送
り
出
す
側
の
「
別

れ
」
に
注
目
し
て
分
析
し
、
そ
の
一
体
感
こ
そ
が
戦
争
を
「
聖
な
る
も
の
」
と
し
う

る
と
す
る
視
点
を
提
示
す
る
な
ど
、
そ
の
後
の
戦
争
、
特
に
銃
後
研
究
に
多
大
な
影

響
を
与
え
た
。
本
稿
は
こ
の
視
点
を
継
承
し
つ
つ
、
満
州
事
変
・
日
中
戦
争
・
ア
ジ

ア

太
平
洋
戦
争
期
に
お
い
て
、
兵
士
達
が
市
町
村
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
出
征
し
て

い
っ

た
の
か
、
あ
る
い
は
帰
還
（
本
稿
で
は
戦
死
者
は
除
外
）
し
た
の
か
と
い
う
点

に
着
目
し
、
国
家
、
特
に
軍
が
こ
う
し
た
問
題
に
ど
の
よ
う
な
方
針
で
臨
ん
だ
の

か
、
そ
の
政
策
の
歴
史
的
変
遷
を
、
長
野
・
新
潟
両
県
下
に
残
さ
れ
た
徴
兵
・
兵
事

史
料
を
と
お
し
て
考
察
す
る
。
軍
中
央
の
指
令
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に

市
町
村
に
通
達
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
市
町
村
の
兵
事
史
料
の
発
掘
が

遅
れ
て

い

た
た
め
不
明
で
あ
っ
た
。
市
町
村
民
に
ど
の
よ
う
な
具
体
的
指
示
が
な
さ

れ
、
実
行
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

を
分
析
す
る
こ
と
は
、
満
州
事
変
以
後
の
民
衆
動
員
政
策
や
民
衆
と
権
力
と
の
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
引
用
し
た
史
料
に
は
適
宜
句
読
点
を
付
し
、
カ
タ
カ
ナ
は
ひ
ら
が
な
に
直

し
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

②
満
州
事
変
期
に
お
け
る
兵
士
の
見
送
り
と
帰
還

　
市
町
村
で
は
、
毎
年
、
入
営
・
除
隊
兵
の
歓
送
迎
会
が
開
か
れ
る
の
が
慣
習
と
な

っ

て

い

た
。
満
州
事
変
後
、
い
ま
だ
動
員
令
が
下
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
長
野
県
南
佐

久
郡
野
沢
町
で
も
、
一
九
三
二
年
一
月
五
日
、
小
学
校
で
会
費
一
〇
銭
の
歓
送
迎
会

が
開
か
れ
た
。
準
備
の
過
程
で
、
在
郷
軍
人
会
野
沢
町
分
会
と
青
年
団
の
役
員
は
入

場
券
頒
布
の
た
め
各
戸
を
訪
問
し
、
出
席
を
要
請
し
て
ま
わ
っ
た
が
、
そ
の
際
大
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

出
席
が
強
く
要
望
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
四
年
後
の
一
九
三
六
年
一
月
五
日
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

催
さ
れ
た
兵
士
送
迎
会
の
案
内
状
に
よ
り
判
明
す
る
。

　
　
兵
士
送
迎
会
は
除
隊
帰
郷
の
兵
士
諸
君
を
迎
へ
て
そ
の
労
を
謝
し
、
新
に
入
営

　
　
せ

ら
る
・
兵
士
諸
君
の
行
を
壮
に
し
て
そ
の
前
途
を
祝
す
る
意
味
を
以
て
全
町

　
　
を
挙
げ
て
の
送
迎
会
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
子
供
が
会
員
券
を
持
つ
て
来
て
受
付

　
　
で

菓
子
を
貰
つ
て
そ
の
ま
・
す
ぐ
か
へ
る
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
で
な
く
、
〔
中

　
　
略
〕
な
る
べ
く
大
人
の
方
々
が
出
席
せ
ら
れ
て
終
り
ま
で
会
に
列
席
せ
ら
れ
、

　
　
奉
公
の
大
義
に
出
入
す
る
町
出
身
の
兵
士
諸
君
を
心
か
ら
送
迎
す
る
の
誠
を
現

　
　

は
し
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
子
供
ら
が
大
人
の
か
わ
り
に
菓
子
を
も
ら
い
に
来
る

よ
う
な
「
お
祭
り
」
感
覚
、
あ
る
い
は
儀
礼
的
に
送
迎
す
る
習
慣
が
町
民
た
ち
の
間

に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
兵
士
を
支
え
る
銃
後
の
形
成
と
は
ほ
ど
遠
い
状
態

に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
同
年
二
月
二
三
日
、
よ
う
や
く
第
一
四
師
団
管
下
の
松
本
第
五
〇
連
隊
に
も
動
員

令
が
下

さ
れ
た
。
長
野
県
下
で
召
集
さ
れ
た
兵
士
達
は
翌
二
四
日
か
ら
三
月
一
日
に

か

け
て
、
松
本
、
宇
都
宮
、
水
戸
の
各
部
隊
に
入
隊
し
、
第
五
〇
連
隊
は
三
月
五
日

に
松
本
を
出
発
し
た
。
連
隊
が
郷
里
に
帰
還
す
る
の
は
、
一
九
三
四
年
五
月
の
こ
と

で

あ
る
。
動
員
が
開
始
さ
れ
た
長
野
県
の
市
町
村
で
は
、
兵
士
が
出
征
す
る
毎
に
小

学
校
で

壮
行
会
や
送
別
会
が
開
か
れ
、
在
郷
軍
人
会
分
会
旗
な
ど
を
先
頭
に
町
村

長
、
分
会
長
、
小
学
校
長
、
町
村
会
議
員
、
助
役
、
各
種
団
体
員
、
町
村
民
が
、
旗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
ザ

や

幟
と
と
も
に
停
車
場
ま
で
兵
士
を
見
送
っ
た
。
『
野
沢
町
報
』
は
、
青
年
訓
練
所

生

徒
が
行
列
の
整
理
に
あ
た
り
、
小
学
校
生
徒
は
途
中
ま
で
軍
歌
「
天
に
代
り
て
不

義
を
打
つ
」
を
合
唱
し
つ
つ
見
送
っ
た
こ
と
、
主
婦
会
・
女
子
青
年
団
等
の
婦
人
団

体
員
の
参
加
が
特
に
多
か
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
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戦
争
熱
が
お
さ
ま
っ
た
一
九
三
四
年
に
な
る
と
、
昭
和
恐
慌
の
影
響
で
あ
ろ
う
、

入
営
・
除
隊
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
新
潟
県
で
は
一
二
月
一
三
日

頃
、
第
二
師
団
管
下
の
独
立
山
砲
兵
第
［
連
隊
長
が
各
町
村
に
、
翌
年
一
月
二
〇
日

の

同
隊
（
高
田
）
へ
の
入
隊
に
際
し
、
祝
費
用
の
節
約
を
指
導
す
る
よ
う
通
達
し

　ら
　

た
。

　
　
現
下
非
情
時
局
に
直
面
し
殊
に
最
近
東
北
地
方
一
般
に
凶
作
不
況
の
折
柄
、
入

　
　
営
者
に
対
し
各
町
村
に
於
て
恒
例
の
如
き
送
別
饅
別
等
に
よ
り
祝
意
を
表
せ
ら

　
　

る
・
事
は
此
際
努
め
て
省
略
せ
ら
れ
、
単
に
物
質
的
よ
り
も
精
神
的
の
祝
意
に

　
　
止
め

ら
れ
、
以
つ
て
冗
費
の
節
約
と
将
来
除
隊
に
際
し
て
の
返
礼
用
土
産
物
の

　
　
費
用
を
成
る
べ
く
節
約
せ
し
め
ら
れ
度
き
考
え
に
有
之
、
当
隊
に
て
は
毎
年
是

　
　
等
の
弊
習
を
打
破
す
る
如
く
努
め
居
り
候
ふ
も
往
々
入
営
前
に
是
等
祝
儀
及
祝

　
　
品
を
預
か
る
関
係
上
、
自
然
除
隊
に
際
し
て
是
か
返
礼
に
苦
慮
し
相
当
の
金
銭

　
　
を
消
費
致
し
家
政
上
勘
か
ら
さ
る
工
面
と
苦
慮
に
煩
は
さ
れ
居
る
者
も
有
之
候

　
　
次
第
に
就
き
、
各
位
（
特
に
在
郷
軍
人
団
、
青
年
団
員
各
位
）
の
御
賢
察
と
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
指
導
に
よ
り
是
非
此
際
無
汰
を
省
略
す
る
様
御
取
計
ら
い
相
成
度

同
じ
第
二
師
団
管
下
に
あ
る
東
北
農
村
が
凶
作
に
苦
し
ん
で
い
る
状
況
で
は
、
入
営

兵
へ
の
送
別
・
饅
別
や
除
隊
兵
の
返
礼
等
の
旧
習
打
破
、
冗
費
節
約
が
要
望
さ
れ
る

の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
一
二
月
二
四
日
に
は
、
高
田
連
隊
区
司
令
官
が
市
町
村
長
へ
の
通
達
で
、
入

営
壮
丁
付
添
人
や
町
村
吏
員
に
つ
い
て
、

　
　
従
来
宿
舎
の
設
備
待
遇
等
に
つ
き
苦
情
を
漏
し
不
平
を
述
へ
不
合
理
な
る
要
求

　
　
を
な
す
も
の
あ
り
と
の
噂
を
聞
く
も
、
其
多
く
は
入
営
壮
丁
に
あ
ら
す
、
〔
中

　
　
略
〕
付
添
人
、
町
村
吏
員
中
に
不
心
得
の
言
動
を
な
す
も
の
あ
り
て
横
暴
な
り

　
　
と
誹
誇
せ
ら
れ
、
或
は
宿
舎
に
蒲
団
、
寝
巻
〔
中
略
〕
等
を
打
合
以
外
に
要
請

　
　
し
酒
食
を
強
要
し
又
は
飲
酒
深
更
に
及
ひ
、
甚
し
き
に
至
り
て
は
無
垢
の
青
年

　
　
を
遊
裡
に
誘
ふ
か
如
き
こ
と
あ
ら
ん
か
入
営
壮
丁
に
迷
惑
を
掛
け
悪
影
響
を
及

　
　
ほ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
批
判
し
、
彼
等
の
自
重
を
促
し
た
。
満
州
事
変
後
既
に
数
年
が
た
ち
、
戦
争
に
対

す
る
空
気
は
弛
緩
し
て
お
り
、
入
営
兵
の
緊
張
に
対
し
、
付
添
人
や
役
場
吏
員
ら
は

酒
食
に
興
じ
る
な
ど
、
目
に
余
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
一
九
三
五
年
一
〇
月
一
九
日
、
前
年
に
旧
習
打
破
、
冗
費
節
約
を
依
頼
し
た
高
田

連
隊
区
司
令
官
は
、
そ
の
成
果
が
あ
が
ら
な
か
っ
た
た
め
、
再
度
市
町
村
長
に
「
入

隊
兵
の

饒

別
及
除
隊
兵
の
土
産
物
廃
止
に
関
し
御
協
力
相
成
度
件
通
牒
」
を
送
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
、
次
の
こ
と
を
要
望
し
た
。

　
　
除
隊
兵
か
土
産
物
を
購
入
す
る
た
め
に
は
在
営
間
支
給
せ
ら
る
・
給
料
（
伍
長

　
　

勤
務
上
等
兵
七
円
、
上
等
兵
六
円
四
〇
銭
、
一
二
等
兵
五
円
五
十
銭
）
中
よ
り

　
　
毎
月
其
零
細
を
貯
蓄
せ
る
金
額
の
殆
ん
と
全
部
（
一
人
平
均
二
十
五
円
位
に
て

　
　

手
拭
、
盃
、
等
を
購
入
し
除
隊
前
商
人
を
し
て
郷
里
に
小
包
郵
便
等
を
以
て
前

　
　

送
せ
し
め
置
く
を
一
般
の
風
習
と
す
）
を
消
費
し
あ
る
状
況
に
し
て
、
此
際
家

　
　
庭
及
市
町
村
民
の
時
弊
矯
正
を
断
行
す
る
の
勇
気
に
欠
く
る
に
於
て
は
、
質
素

　
　

を
旨
と
し
勤
倹
の
美
風
を
酒
養
し
之
を
郷
党
間
里
に
及
ほ
す
へ
き
所
謂
良
兵
良

　
　
民
主
義
の
軍
隊
教
育
の
効
果
を
実
現
す
る
こ
と
能
は
さ
る
次
第
と
存
し
候

と
述
べ
た
上
で
、
さ
ら
に
次
の
こ
と
を
要
請
し
た
。

　
　
市
町
村
民
を
一
層
徹
底
的
に
啓
発
指
導
せ
ら
れ
、
入
除
隊
の
際
は
各
戸
に
国
旗

　
　

を
掲
け
入
隊
兵
の
壮
行
会
、
除
隊
兵
の
歓
迎
会
等
は
貧
富
の
別
な
く
一
様
に
氏

　
　
神
の
社
殿
に
於
て
之
を
行
ひ
、
神
殿
に
誓
詞
、
奉
答
を
捧
け
し
む
る
等
、
天
皇

　
　
親
卒
の
皇
軍
の
本
義
に
基
つ
き
最
も
熱
誠
あ
る
精
神
的
行
事
を
挙
行
し
、
一
方

　
　
幟
旗
（
祝
入
営
祝
除
隊
記
名
あ
る
も
の
）
餓
別
、
土
産
物
等
市
町
村
民
の
負
担

　
　

に
係
は
る
物
質
的
儀
礼
は
一
切
之
を
廃
止
す
る
様
致
度
存
し
居
り
候

　
　
右
重
ね
て
御
依
頼
申
上
候

　
す
な
わ
ち
従
来
入
営
・
除
隊
兵
の
歓
送
迎
会
は
、
戦
争
に
民
衆
を
送
り
出
す
た
め

の
装
置
と
し
て
盛
大
に
行
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
恐
慌
に
よ
り
農
村
の

疲
弊
が
濃
く
な
る
と
、
軍
は
民
衆
の
負
担
と
な
る
饅
別
や
返
礼
な
ど
物
質
的
儀
礼
の

廃
止

を
要
望
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
か
わ
り
に
市
町
村
長
に
精
神
主
義
的
行
事
の
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実
施
を
依
頼
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

⑤
日
中
戦
争
期
に
お
け
る
兵
士
の
見
送
り
と
帰
還

　
一
九
三
七
年
七
月
七
日
、
日
中
戦
争
が
勃
発
す
る
や
、
七
月
後
半
か
ら
八
月
に
か

け
て
、
日
本
全
国
に
召
集
令
状
（
在
郷
軍
人
へ
の
赤
紙
）
が
配
ら
れ
、
不
安
と
緊
張

が
社
会
全
体
に
広
が
っ
た
。
三
七
年
中
に
九
三
万
人
の
兵
士
が
動
員
さ
れ
た
が
、
そ

の

う
ち
五
九
万
四
〇
〇
〇
人
が
赤
紙
召
集
兵
で
、
現
役
兵
三
三
万
六
〇
〇
〇
人
に
対

し
て
ほ
ぼ
倍
の
人
数
と
な
り
、
満
州
事
変
に
比
較
し
て
も
桁
外
れ
の
動
員
が
行
わ
れ

　　
　

た
。　

長
野
県
の
南
佐
久
郡
で
も
動
員
が
開
始
さ
れ
、
桜
井
村
で
は
七
月
一
六
日
、
郷
軍

分
会
長
が
会
旗
と
と
も
に
、
召
集
兵
を
中
込
駅
ま
で
見
送
っ
た
。
二
〇
日
に
は
、
戦

勝
祈
願
祭
が
村
社
桜
井
神
社
で
開
催
さ
れ
た
が
、
突
然
の
開
催
で
あ
っ
た
た
め
、
各

種

団
体
が
村
民
参
加
の
斡
旋
に
つ
と
め
た
こ
と
が
、
『
桜
井
村
報
』
に
報
告
さ
れ
て

い

る
。
同
郡
平
賀
村
で
も
、
七
月
一
七
日
か
ら
断
続
的
に
赤
紙
が
届
け
ら
れ
、
八
月

一
六

日
平
賀
神
社
で
武
運
長
久
祈
願
祭
が
挙
行
さ
れ
、
つ
い
で
小
学
校
で
村
民
参
加

の
壮
行
会
が
開
催
さ
れ
た
。
以
後
兵
士
が
応
召
す
る
度
に
、
郡
下
各
村
社
で
各
種
団

体
、
小
学
校
、
村
民
一
同
等
に
よ
る
皇
軍
戦
勝
・
出
征
軍
人
安
泰
の
祈
願
祭
が
開
催

さ
れ
、
小
学
校
で
は
村
民
等
に
よ
る
壮
行
会
が
開
か
れ
る
な
ど
、
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
見
送
り
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
八
月
二
三
日
に
は
、
中
込
駅
長
の
主
催
に
よ
り
、
郡

下
桜
井
・
前
山
・
野
沢
・
大
沢
・
平
賀
・
内
山
・
中
込
の
七
ヵ
町
村
当
局
者
が
集
合

し
、
兵
士
送
迎
に
関
し
て
打
ち
合
わ
せ
、
郷
軍
分
会
長
等
の
出
席
と
村
役
場
の
指
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
｝

に
よ
る
所
定
の
場
所
で
の
送
迎
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
応
召
兵
の
出
征
を
祝
す
宴
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

武
運
長
久
を
祈
る
祈
願
祭
、
す
な
わ
ち
「
赤
紙
の
祭
」
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

　
一
方
町
村
役
場
周
辺
で
は
、
動
員
に
関
す
る
機
密
・
秘
密
が
遵
守
さ
れ
に
く
い
事

態
が
生
じ
て
い
た
。
八
月
六
日
、
南
佐
久
郡
臼
田
警
察
署
長
は
各
町
村
長
に
あ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

「兵
事
書
類
取
扱
方
に
関
す
る
件
」
を
送
付
し
た
。
機
密
・
秘
密
事
項
を
保
持
せ
よ

と
の
注
意
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
裏
に
は
次
の
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
。

　
　
最
近
之
等
秘
密
書
類
を
一
般
文
書
と
同
様
の
取
扱
を
為
し
、
或
は
動
員
関
係
秘

　
　
密
事
項
を
軽
々
に
漏
洩
せ
る
も
の
あ
り
、
〔
中
略
〕
動
員
事
務
は
軍
事
機
密
事

　
　
項

に
属
す
る
を
以
て
、
之
が
漏
洩
は
厳
に
戒
め
さ
る
べ
か
ら
さ
る
所
な
り
。

と
い
う
の
で
あ
る
。
機
密
で
あ
る
筈
の
動
員
書
類
が
一
般
の
行
政
書
類
と
一
緒
に
処

理

さ
れ
た
り
、
役
場
吏
員
が
動
員
事
項
を
洩
ら
し
た
ら
し
く
、
地
方
行
政
機
関
の
緊

張
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
八
月
三
〇
日
に
は
、
鉄
道
次
官
か
ら
の
通
牒
「
出
征
将
兵
歓
送
に
関
す
る
件
」

が
、
平
賀
村
に
送
付
さ
れ
た
。

　
　
地
方
在
郷
軍
人
分
会
等
各
種
団
体
よ
り
、
出
征
軍
用
列
車
発
着
日
時
等
を
鉄
道

　
　
停

車
場
駅
長
に
照
会
し
来
る
も
の
多
数
有
之
候
処
、
〔
中
略
〕
軍
機
保
護
上

　
　
〔
中
略
〕
一
切
公
表
を
禁
ぜ
ら
れ
居
る
所
に
有
之
、
一
方
地
方
各
種
団
体
と
し

　
　
て

は
、
出
征
将
兵
を
盛
大
に
歓
送
せ
む
と
す
る
国
民
的
赤
誠
を
以
て
軍
用
列
車

　
　
発
着
日
時
等
を
駅
長
に
照
会
し
た
る
場
合
、
駅
長
は
何
故
に
之
を
秘
す
る
か
に

　
　
疑
念

を
懐
く
向
不
勘
、
駅
長
と
地
方
各
種
団
体
間
に
面
白
か
ら
ざ
る
事
例
多
々

　
　
発
生
し
つ
つ
あ
る
現
状
に
有
之
候
。

と
、
軍
の
機
密
事
項
で
あ
る
軍
用
列
車
の
発
着
日
時
を
め
ぐ
り
、
時
刻
等
を
事
前
に

知
ら
さ
れ
て
い
た
駅
長
と
在
郷
軍
人
等
各
種
団
体
と
の
間
に
軋
礫
が
生
じ
て
い
た
こ

と
が
判
明
す
る
。
兵
士
の
送
迎
に
お
い
て
は
、
駅
長
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
民
衆
は
、
出
征
兵
士
の
壮
行
会
、
歓
送
会
を
盛
大
に
や

る
こ
と
が
、
動
員
の
秘
密
事
項
を
保
持
す
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
、
初
め
て
気

づ
か

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
新
潟
県
下
で
も
、
八
月
一
九
日
、
高
田
連
隊
区
司
令
官
が
町
村
長
・
在
郷
軍
人
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
シ

会
長
に
、
「
出
征
軍
人
部
隊
歓
送
に
関
す
る
指
示
」
を
送
付
し
た
。
ま
ず
出
征
部
隊

の

歓
送
に

関
し
て
、
次
の
よ
う
に
指
示
さ
れ
た
。

　
　
精
神
的
歓
送
は
勉
め
て
盛
大
な
る
を
希
望
す
る
も
〔
中
略
〕
防
諜
を
絶
対
要
件

　
　

と
す
る
を
以
て
、
已
む
を
得
す
停
車
場
に
於
て
は
或
程
度
ま
て
入
場
を
制
限
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し
、
出
発
前
各
部
隊
内
に
於
て
盛
大
な
る
壮
行
式
を
行
ふ
事
に
定
む

つ
い

で
入
営
部
隊
内
で
の
盛
大
な
壮
行
式
に
は
、
官
民
や
出
征
将
兵
家
族
を
出
席
さ

せ

る
が
、
駅
で
の
歓
送
は
、
防
諜
の
た
め
、
左
の
人
々
の
み
に
制
限
す
る
こ
と
が
明

記

さ
れ
た
。
左
の
人
々
と
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

1
、
官
公
衙
、
市
町
村
並
学
校
（
中
等
学
校
、
青
年
学
校
、
小
学
校
等
）
の
代

　
　
　
表
者

（学
生
を
含
む
）

　
　

2
、
在
郷
軍
人
連
合
分
会
及
同
分
会
代
表
者

　
　

3
、
各
種
団
体
（
男
女
青
年
団
、
各
種
婦
人
団
体
を
始
め
、
教
育
会
、
神
職

　
　
　
会
、
仏
教
界
、
海
外
協
会
、
自
警
団
、
町
会
等
）
代
表
者

　
　

4
、
出
兵
将
兵
の
家
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓
国
防
婦
人
会

ま
た
列
車
の
発
着
日
時
は
、
次
の
系
統
で
伝
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
左
の
よ
う
な
注
意
が
付
記
さ
れ
た
。

　
　
一
、
歓
送
用
国
旗
は
携
行
し
て
差
支
な
き
も
、
之
を
列
車
内
の
将
兵
に
手
渡
し

　
　
　
せ
さ
る
こ
と

　
　

二
、
発
車
の
際
は
列
車
に
向
ひ
隊
列
を
整
へ
、
知
事
又
は
市
長
等
の
発
声
に
唱

　
　
　
和
し
て
万
歳
を
唱
へ
ら
れ
た
し

　
　

三
、
在
郷
軍
人
会
、
愛
国
婦
人
会
、
国
防
婦
人
会
、
青
年
団
等
は
湯
茶
補
充
に

　
　
　
援
助
を
与
へ
ら
れ
た
し
、
但
し
発
車
の
直
前
定
位
に
復
せ
ら
れ
た
し

　

と
こ
ろ
が
九
月
二
七
日
に
な
る
と
、
新
潟
県
学
務
部
長
は
支
庁
長
・
市
町
村
長

に
、
通
達
「
第
二
師
団
司
令
部
の
要
望
事
項
に
関
す
る
件
」
を
送
付
し
、
「
機
秘
密

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

保
持
」
の
徹
底
を
要
請
し
た
。

　
　
今
次
動
員
部
隊
の
各
編
成
地
出
発
に
方
り
、
停
車
場
の
見
送
り
は
連
隊
区
司
令

　
　
部
又
は
部
隊
よ
り
出
発
時
刻
を
通
知
せ
る
最
小
限
の
長
官
又
は
其
代
理
者
以
外

　
　

は
、
停
車
場
構
内
へ
の
入
場
は
禁
止
す
へ
き
方
針
に
し
て
、
銃
後
の
熱
誠
な
る

　
　

後
援
に
酬
ゆ
る
に
は
極
め
て
冷
淡
に
し
て
情
に
於
て
は
忍
ひ
さ
る
所
な
る
も
、

　
　

動
員
完
結
後
の
部
隊
の
行
動
は
全
く
の
軍
事
行
動
に
し
て
、
特
に
輸
送
の
日

　
　

時
、
部
隊
号
は
絶
対
秘
と
す
る
為
め
、
必
要
止
む
を
得
さ
る
に
出
て
た
る
も
の

　
　

な
る
こ
と
を
諒
承
せ
ら
れ
度

と
い
う
も
の
で
、
部
隊
編
成
地
で
の
見
送
り
、
特
に
一
般
の
駅
構
内
へ
の
入
場
を
禁

止
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
ま
で
盛
大
な
歓
送
を
奨
励
し
て
い
た
の
に
、
冷
淡
と

批
判
さ
れ
よ
う
が
、
動
員
の
秘
密
事
項
は
守
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
銃
後
民
衆
に

納
得
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
右
の
通
達
で
も
、
村
々
で
の
応

召
兵
の
祈
願
祭
や
壮
行
式
、
駅
ま
で
の
見
送
り
が
禁
止
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と

が

わ
か
る
。
長
野
県
南
佐
久
郡
内
の
『
桜
井
時
報
』
や
『
野
沢
町
報
』
に
も
、
そ
の

後
壮
行
式
等
が
盛
大
に
挙
行
さ
れ
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
続
け
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
中
、
＝
一
月
二
三
日
の
南
京
陥
落
後
、
戦
争
は
終
わ
っ
た
と
す
る
弛
緩

し
た
空
気
が
広
が
っ
た
。
さ
ら
に
任
務
を
終
え
た
部
隊
が
郷
里
に
帰
還
す
る
よ
う
に

な
る
と
、
軍
は
帰
還
兵
問
題
に
頭
を
悩
ま
す
よ
う
に
な
り
、
銃
後
国
民
の
志
気
に
悪

影
響
を
及
ぼ
す
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
指
示
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

　
一
九
三
八
年
二
月
一
九
日
、
陸
軍
省
兵
務
局
長
は
内
務
省
警
保
局
長
に
、
通
牒

「
帰
還
軍
隊
の
輸
送
間
に
於
け
る
歓
送
迎
に
関
す
る
件
」
を
送
付
し
た
。
こ
の
通
牒

は
新
潟
県
で
は
三
月
二
日
に
学
務
部
長
か
ら
支
庁
長
・
市
町
村
長
に
送
付
さ
れ
た

．
拠
・
そ
の
内
容
は
・

　
　
此
等
部
隊
は
事
変
の
終
結
に
よ
り
帰
還
す
る
も
の
に
非
す
し
て
、
寧
ろ
今
後
の

　
　
長
期
持
久
に
即
応
す
る
如
く
、
出
動
部
隊
一
部
の
整
理
交
代
に
基
つ
く
な
る
を

　
　
以

て
、
其
の
歓
送
迎
は
専
ら
精
神
的
方
面
に
意
を
用
ひ
、
形
式
的
事
項
は
力
め

　
　
て

之

を
抑
制
し
、
以
て
緊
張
し
た
る
国
民
精
神
を
消
磨
せ
し
め
延
ひ
て
累
つ
戦

　
　
地

に
在
る
出
動
部
隊
に
及
ほ
す
等
の
事
な
か
ら
し
む
る
如
く
深
甚
の
考
慮
を
払

　
　
ふ

必
要
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
、
歓
送
迎
を
抑
制
し
、
国
民
に
緊
張
を
強
い
る
も
の
で
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あ
っ
た
。

　
二

月
二
一
日
に
は
、
高
田
連
隊
区
司
令
官
も
市
町
村
長
に
、
「
出
動
部
隊
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

交
代
整
理
に
関
す
る
件
」
を
送
付
し
、
出
征
兵
の
通
信
中
に
は
本
春
帰
還
の
旨
を
誤

報
す
る
も
の
や
種
々
謬
説
を
な
す
も
の
が
あ
る
が
、
国
民
の
志
気
を
弛
緩
さ
せ
る
た

め

誤
解
せ
ぬ

よ
う
に
と
、
長
期
持
久
戦
に
対
応
す
る
指
示
を
通
達
し
た
。
日
露
戦
争

時
の
凱
旋
と
は
全
然
意
味
が
違
い
、
満
州
事
変
時
の
第
二
師
団
の
一
時
帰
還
と
同
様

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
次
の
よ
う
な
注
意
を
促
し
た
。

　
　
帰
還
者
に
対
す
る
歓
迎
の
様
式
程
度
に
就
て
は
、
色
々
の
考
方
も
あ
ろ
う
と
思

　
　
　
　
　
　
　
〔
結
〕

　
　
ひ

ま
す
が
、
決
論
的
に
申
せ
ば
、
官
民
が
今
迄
や
つ
て
来
た
還
送
勇
士
に
対
す

　
　

る
と
同
様
に
す
る
の
が
適
当
と
存
す
る
の
で
あ
り
ま
す

　
　
一
切
の
歓
迎
会
、
祝
賀
会
等
は
之
を
行
は
ず
、
緑
門
や
流
し
旗
等
は
之
を
廃

　
　

し
、
最
も
精
神
的
に
感
謝
の
意
を
披
渥
し
て
之
を
迎
へ
、
其
の
労
功
を
た
た
へ

　
　
度
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
、
特
に
帰
還
兵
に
対
し
て
は
、
凱
旋
の
辞
句
を
使

　
　

は
し
め
ぬ
様
に
せ
ら
れ
た
い
の
で
あ
り
ま
す

　
　
村
に
帰
つ
た
際
、
氏
神
様
の
社
頭
に
於
て
報
告
祭
を
挙
行
し
、
神
前
に
供
へ
た

　
　
冷
酒
を
戴
い
て
武
運
の
加
護
を
謝
し
、
将
来
の
報
告
を
誓
ふ
等
は
最
も
望
ま
し

　
　

い
事
で
あ
り
ま
す

　
　
未
だ
時
局
終
焉
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
〔
中
略
〕
我
貴
き
犠
牲
者
の
遺
骨

　
　

さ
へ
尚
ほ
大
部
帰
還
し
て
居
な
い
の
で
あ
り
ま
す

　
　

又

そ
の
慰
霊
の
行
事
さ
へ
十
分
出
来
ぬ
情
勢
に
於
て
祝
賀
会
を
実
施
す
る
と
云

　
　

ふ
事
は
適
当
で
な
い
と
考
へ
ま
す

軍

と
し
て
は
、
兵
士
の
帰
還
は
単
に
部
隊
の
交
代
で
あ
り
、
ま
だ
戦
争
が
終
わ
っ
て

い

な
い
こ
と
を
強
調
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
で
、
戦
死
者
の
出
た
遺
家
族
の
た

め

に
も
、
凱
旋
気
分
で
帰
還
兵
士
の
歓
迎
会
や
祝
賀
会
を
し
な
い
よ
う
、
ア
ー
チ

（緑
門
）
や
旗
な
ど
で
迎
え
ぬ
よ
う
指
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

三

月
五
日
、
陸
軍
省
副
官
は
「
召
集
解
除
者
の
贈
答
等
虚
礼
廃
止
に
関
す
る
件
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

を
陸
軍
一
般
へ
通
牒
し
た
。

　
　
出
征
部
隊
の
交
代
整
理
等
に
よ
り
召
集
を
解
除
せ
ら
る
る
者
か
、
応
召
に
当
り

　
　
受
け
た
る
送
別
に
対
し
餓
別
返
礼
等
贈
答
に
腐
心
す
る
響
勘
か
ら
さ
る
模
様
に

　
　
し
て
、
巷
間
に
も
之
か
制
止
方
要
望
し
来
る
も
の
あ
り
。

　
　
時
局
は
尚
愈
々
重
大
を
加
ふ
る
の
秋
、
多
く
の
戦
友
に
先
た
ち
て
召
集
を
解
除

　
　
せ

ら
る
る
者
は
充
分
其
の
言
動
を
慎
重
な
ら
し
む
る
は
勿
論
、
特
に
無
意
義
な

　
　

る
贈
答
等
の
虚
礼
は
百
害
あ
り
て
一
利
な
き
も
の
な
る
こ
と
に
深
く
留
意
し
、

　
　
断
然
之
を
廃
止
し
、
寧
ろ
帰
郷
後
は
率
先
銃
後
の
核
心
と
な
つ
て
尚
戦
地
に
残

　
　

る
戦
友
の
労
に
報
ゆ
る
如
く
、
此
等
召
集
解
除
者
に
対
し
て
は
充
分
な
る
指
導

　
　
を
加
へ
ら
れ
度
。

と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
饅
別
の
返
礼
等
旧
習
が
依
然
と
し
て
残

っ

て

い

た
こ
と
が
判
明
す
る
。
と
こ
ろ
で
虚
礼
廃
止
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
〇
日
の

　
　
　
　
り
　

『野
沢
町
報
』
に
も
、
「
除
隊
土
産
は
絶
対
に
廃
止
－
亦
生
活
改
善
必
行
事
項
と
し
て

断
行
い
た
し
ま
せ
う
」
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
　
従
来
入
営
兵
応
召
兵
の
出
発
に
際
し
一
般
か
ら
贈
る
饅
別
に
対
し
、
之
等
の
将

　
　
兵
が
帰
還
に
当
り
所
謂
除
隊
み
や
げ
を
持
参
し
て
挨
拶
に
廻
つ
た
こ
と
は
、
す

　
　
で

に
一
般
か
ら
之
を
改
善
す
べ
き
こ
と
と
し
て
そ
の
声
が
久
し
か
つ
た
の
で
あ

　
　

る
が
、
今
回
各
省
政
務
官
及
事
務
次
官
の
会
合
に
於
て
こ
の
風
習
を
廃
止
す
る

　
　
様
申
合
は
さ
れ
た
趣
で
、
過
般
左
の
如
き
通
牒
を
発
せ
ら
れ
そ
の
周
知
徹
底
方

　
　

に
つ
き
申
達
せ
ら
れ
た
。
洵
に
時
機
に
適
し
た
こ
と
で
、
此
の
際
充
分
に
之
を

　
　
徹
底
せ
し
む
る
や
う
協
力
を
願
ひ
た
い
。
〔
中
略
〕
別
項
通
牒
に
あ
る
通
り
、

　
　
除
隊
み
や
げ
等
を
心
配
さ
せ
る
こ
と
は
、
軍
人
並
に
そ
の
家
族
の
負
担
を
徒
に

　
　
重
か

ら
し
む
る
の
み
で
、
饅
別
贈
呈
者
側
の
趣
旨
に
も
合
は
な
い
こ
と
で
あ

　
　

る
。
吾
々
は
兵
士
が
除
隊
帰
郷
の
場
合
、
〔
中
略
〕
挨
拶
さ
れ
た
だ
け
で
満
腔

　
　
の

感
謝
と
喜
び
を
以
て
お
迎
へ
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
〔
中
略
〕
軍
人
諸
君
も

　
　
軍
人
を
出
さ
れ
て
い
る
各
家
庭
に
於
て
も
、
〔
中
略
〕
前
記
風
習
改
善
の
為
に

　
　

必
ず
之
を
実
行
し
て
頂
き
た
い
。

と
し
て
、
四
月
三
日
に
各
省
政
務
官
及
事
務
次
官
合
同
会
合
で
申
合
せ
、
「
其
の
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筋
」
か
ら
通
知
さ
れ
た
通
牒
全
文
を
載
せ
た
。
そ
の
内
容
は
、
応
召
兵
の
帰
還
に
際

し
て
の
「
餓
別
返
し
」
、
つ
ま
り
金
品
の
贈
答
は
応
召
兵
や
家
族
に
と
っ
て
は
負
担

で
あ
り
、
そ
の
廃
止
と
、
賎
別
金
品
を
贈
呈
し
た
者
も
返
礼
を
期
待
し
な
い
よ
う
望

む
も
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
一
九
三
八
年
一
二
月
一
六
日
、
新
潟
県
学
務
部
長
か
ら
市
町
村
長
に
送

付
さ
れ
た
、
新
津
運
輸
事
務
所
長
か
ら
の
通
知
「
入
営
並
に
応
召
軍
人
の
歓
送
方
に

　
　
　
（
2
0
）

関
す
る
件
」
に
は
、
歓
送
風
景
に
つ
い
て
の
別
の
問
題
が
示
さ
れ
て
い
る
。
主
要
な

箇
所
を
記
し
て
お
こ
う
。

　
　
入
営
応
召
軍
人
の
歓
送
に
際
し
、
停
車
場
構
内
入
場
者
多
数
殺
到
し
、
之
が
整

　
　

理

に
苦
心
致
居
る
処
に
御
座
候

　
　
〔
省
略
〕
停
車
場
構
内
の
面
積
に
制
限
あ
り
、
此
の
比
較
的
狭
陸
な
る
処
に
多

　
　
数
密
集
せ
ん
か
危
険
極
り
な
く
、
過
去
に
は
京
都
駅
に
惹
起
せ
し
悲
惨
な
る
実

　
　
例

も
有
之
、
常
に
憂
慮
致
居
る
処
に
御
座
候
、
幸
ひ
斯
る
場
合
の
停
車
場
構
内

　
　
入
場
者
の

取
締
に
就
て
は
、
日
頃
御
配
慮
相
煩
し
居
り
感
謝
致
居
る
処
に
候
へ

　
　
共
、
最
近
之
等
歓
送
の
際
、
楽
隊
の
入
場
希
望
増
加
し
来
り
、
之
を
入
場
せ
し

　
　
め

た

る
場
合
は
比
較
的
広
き
面
積
を
占
有
し
、
且
つ
喧
燥
を
極
め
一
般
旅
客
に

　
　
対
す
る
業
務
上
の
通
告
並
に
作
業
上
の
通
告
を
妨
げ
、
時
に
思
は
ざ
る
事
故
の

　
　
原
因
と
も
可
相
成
哉
も
不
破
図
、
彼
是
考
慮
の
上
、
楽
隊
の
構
内
入
場
を
差
止

　
　
め
、
之
が
必
要
の
場
合
は
駅
前
広
場
に
於
て
為
す
事
と
致
度
、
当
所
管
内
各
駅

　
　
長
に
対
し
、
此
の
旨
示
達
置
候
に
付
、
御
諒
承
の
上
何
分
の
御
協
力
相
煩
度

狭
隆

な
駅
構
内
で
の
通
常
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
、
音
楽
隊
の
入
場
を
制
限
せ
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
た
事
情
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
見
送
り
の
儀
式
が
段
々
派
手

に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
日
中
戦
争
開
始
か
ら
二
年
た
っ
た
一
九
三
九
年
八
月
一
五
日
、
第
一
四
師
団
司
令

部
か

ら
各
町
村
に
「
帰
還
者
の
歓
迎
に
関
す
る
希
望
」
が
通
達
さ
れ
、
そ
の
詳
細
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

『野
沢
町
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
。

　
　
地
方
に
依
り
又
場
合
に
よ
り
、
歓
迎
者
が
熱
狂
の
余
り
兎
も
す
れ
ば
秩
序
を
素

　
　
り
或
は
軍
機
漏
洩
の
言
動
に
出
つ
る
等
、
聖
戦
途
上
の
現
在
に
於
て
は
遺
憾
と

　
　
す
る
点
も
少
く
な
い
。

と
い
う
の
で
あ
る
。
軍
は
、
帰
還
者
の
歓
迎
の
仕
方
に
尋
常
で
は
な
い
民
衆
の
エ
ネ

ル

ギ

ー
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
、
今
次
事
変
は
こ
れ
ま
で
の
戦
争
と
は
全
く
趣
を
異

に
し
、
戦
は
こ
れ
か
ら
で
、
国
家
総
力
の
動
員
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
た
上

で
、
具
体
的
な
歓
迎
方
法
を
細
か
く
指
示
し
た
。
こ
の
歓
迎
方
法
の
記
述
か
ら
は
、

皮
肉
に
も
逆
に
帰
還
兵
士
の
迎
え
方
が
よ
く
わ
か
る
。

　
　
第
一
、
帰
還
地
に
於
け
る
歓
迎
に
就
て

　
　
　
ー
、
駅
頭
は
特
に
混
雑
す
る
か
ら
各
人
定
め
ら
れ
た
位
置
で
歓
迎
し
、
且
予

　
　
　
　
め
許
可
さ
れ
た
者
以
外
ホ
ー
ム
に
入
場
せ
ぬ
事

　
　
　
2
、
歓
迎
は
努
め
て
質
素
に
し
、
旗
幟
を
樹
て
た
り
、
酒
食
を
携
行
し
て
休

　
　
　
　
憩
間
帰
還
者
に
与
へ
た
り
せ
ぬ
事
（
尚
旗
幟
は
全
廃
し
、
団
旗
、
校
旗
会

　
　
　
　
旗
等
以
外
は
全
部
小
国
旗
を
持
参
す
る
こ
と
）

　
　
　
3
、
帰
還
地
の
沿
道
に
整
列
し
て
歓
迎
さ
れ
る
者
は
、
警
察
官
、
憲
兵
、
警

　
　
　
　
戒
兵
の
指
示
に
従
つ
て
よ
く
列
を
正
し
、
帰
還
将
兵
の
行
進
を
妨
げ
な
い

　
　
　
　
こ
と
、
又
馬
の
通
過
す
る
時
に
は
、
熱
狂
の
余
り
旗
を
振
り
歓
声
を
挙
げ

　
　
　
　
て
馬
の
狂
奔
さ
せ
ぬ
様
特
に
注
意
す
る
こ
と

　
　
　
4
、
帰
還
将
兵
の
行
進
間
列
中
に
飛
入
り
知
人
家
人
に
面
接
せ
ん
と
し
、
或

　
　
　
　
は
幼
児
を
将
兵
に
抱
か
せ
や
う
と
す
る
様
な
事
は
絶
対
に
せ
ぬ
こ
と

　
　
　
5
、
市
町
村
等
の
歓
迎
は
精
神
的
且
質
素
な
る
を
旨
と
し
、
華
美
な
歓
迎
門

　
　
　

等
を
作
る
の
を
差
控
へ
大
国
旗
だ
け
を
掲
揚
す
る
事
、
又
各
戸
も
国
旗
の

　
　
　

掲
揚

し
、
田
畑
に
あ
る
も
の
、
店
に
働
く
者
等
も
将
兵
の
通
過
中
一
時
手

　
　
　

を
休
め
、
帽
子
、
手
拭
小
旗
等
を
振
つ
て
歓
迎
の
誠
意
を
表
す
こ
と
。
尚

　
　
　

歓
迎
将
兵
の
通
過

を
二
階
や
屋
上
よ
り
単
に
見
物
し
て
居
る
様
な
事
は
せ

　
　
　
ぬ
こ
と

　
　
　
6
、
召
集
解
除
前
は
帰
還
兵
と
の
面
会
を
成
る
べ
く
遠
慮
す
る
こ
と
（
尚
面

　
　
　

会
の
出
来
る
日
時
は
原
隊
側
よ
り
通
知
す
る
）
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第
二
、
帰
郷
時
の
歓
迎
等
に
就
て

　
　
　

召
集
解
除
又
は
除
隊
者
帰
郷
の
際
に
於
け
る
市
町
村
等
の
歓
迎
は
簡
素
且

　
　
　

精
神
的
な
る
を
旨
と
し
、
且
つ
帰
郷
者
を
し
て
祝
宴
や
饅
別
返
礼
等
は
行

　
　
　
　
は
ぬ
様
、
帰
還
者
の
家
庭
に
予
め
注
意
し
て
頂
き
度
い
。

　
　
　
1
、
歓
迎
ア
ー
チ
、
旗
幟
等
の
装
飾
は
之
を
廃
し
大
国
旗
掲
揚
に
止
め
る
こ

　
　
　
と

　
　
　
2
、
歓
迎
会
は
神
社
前
、
校
庭
等
由
緒
深
き
場
所
に
於
て
簡
素
厳
粛
に
挙
行

　
　
　
　
す
る
こ
と

　
　
　
3
、
市
町
村
又
は
団
体
主
催
で
祝
宴
等
を
開
催
す
る
こ
と
は
差
控
へ
る
こ
と

　
　
　
4
、
帰
還
者
家
庭
の
歓
迎
に
就
て
も
簡
素
を
旨
と
す
る
如
く
、
市
町
村
よ
り

　
　
　
　
予
め
注
意
す
る
こ
と

　
　
第
三
、
転
送
途
中
の
歓
迎
に
就
て

　
　
　
　
地
元
代
表
者
、
家
族
、
知
人
等
が
帰
還
部
隊
を
上
陸
地
又
は
途
中
ま
で
出

　
　
　
　
迎
へ
る
こ
と
は
遠
慮
せ
ら
れ
度

　
　
第
四
、
軍
の
機
密
を
洩
ら
さ
な
い
や
う
に
注
意
す
る
こ
と

　
　
　
　
〔
省
略
〕
常
に
防
諜
に
細
心
の
注
意
を
払
ふ
と
共
に
、
帰
還
者
歓
迎
に
方

　
　
　
　
つ
て
は
特
に
左
の
諸
点
に
留
意
し
て
頂
き
度
い
と
思
ひ
ま
す
。

　
　
　
1
、
部
隊
の
帰
還
に
付
、
事
前
に
口
外
し
た
り
通
信
を
せ
ぬ
こ
と

　
　
　
2
、
出
迎
へ
に
方
り
、
部
隊
号
等
を
記
し
た
旗
幟
等
を
持
参
し
た
り
、
或
は

　
　
　
　
家
人
知
人
の
帰
還
者
と
面
接
す
る
為
に
部
隊
号
を
言
つ
て
尋
ね
歩
い
た
り

　
　
　
　
せ
ぬ

こ
と

　
　
　
3
、
歓
迎
の
際
見
聞
し
た
帰
還
部
隊
の
兵
数
、
所
持
品
、
志
気
等
に
関
し
、

　
　
　
　
口

外
し
た
り
手
紙
に
書
い
た
り
せ
ぬ
こ
と

　
　
　

4
、
歓
迎
面
会
等
の
際
聞
き
か
ち
つ
た
話
を
口
外
し
、
或
は
そ
れ
に
尾
ヒ
レ

　
　
　
　
を
付
け
て
面
白
半
分
に
流
言
輩
語
せ
ぬ
こ
と

　
　
　
　
（
尚
以
上
の
事
は
何
れ
も
軍
機
保
護
法
違
反
に
問
は
れ
処
罰
さ
れ
ま
す
）

形
式
的
に
は
師
団
か
ら
の
「
希
望
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
た
が
、
実
に
詳
細
な

指
示
が
な
さ
れ
て
お
り
、
日
中
戦
争
の
泥
沼
化
の
中
、
軍
が
帰
還
兵
の
歓
迎
方
法
に

相
当
神
経
を
つ
か
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
じ
町
報
に
は
、
帰
還
兵
が
多
数
の

歓
迎
を
受
け
た
こ
と
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
い
く
ら
注
意
を
促
し
て
も
、
生
還
し
た

兵
士
を
見
つ
け
た
家
族
ら
が
狂
喜
す
る
姿
が
数
多
く
見
ら
れ
た
。
と
に
か
く
、
戦
死

者
の
家
族
の
心
情
や
、
以
後
の
動
員
を
想
定
す
る
と
、
歓
迎
ア
ー
チ
や
旗
、
幟
等
に

よ
る
派
手
な
歓
迎
や
祝
宴
は
避
け
ね
ば
な
ら
ず
、
儀
式
は
質
素
に
厳
粛
に
行
わ
れ
る

必
要
が
あ
っ
た
。

　
高
田
連
隊
区
司
令
官
は
、
一
九
四
〇
年
二
月
九
日
市
町
村
長
に
、
「
現
役
兵
（
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
2
）

召
兵
）
の
檸
、
幟
（
旗
）
等
廃
止
に
関
す
る
件
通
牒
」
）
を
送
付
し
、
入
営
・
応
召

兵
の
送
迎
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
示
し
た
。

　
　
一
、
入
営
兵
（
応
召
兵
）
の
檸
は
廃
止
す
る
こ
と

　
　

二
、
幟
（
旗
）
は
歓
送
迎
或
は
各
家
庭
門
戸
（
入
（
退
）
営
の
際
送
迎
人
の
携

　
　
　

行
す
る
も
の
は
一
人
に
つ
き
）
に
は
一
本
に
限
定
せ
し
む
る
こ
と
、
従
つ
て

　
　
　
本

人
の
就
職
先
等
よ
り
贈
与
せ
ら
る
・
も
の
に
対
し
て
は
、
前
以
て
本
人
よ

　
　
　

り
辞
退
す
る
や
う
指
導
し
、
止
む
を
得
す
受
領
せ
し
も
の
は
掲
揚
せ
し
め
さ

　
　
　
る
こ
と

　
新
潟
県
下
の
脇
野
田
駅
長
も
、
一
九
四
一
年
三
月
八
日
和
田
村
村
長
に
、
「
歓
送

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

迎
入
場
方
に
関
す
る
件
」
を
送
付
し
、
出
征
・
入
営
兵
や
帰
還
兵
の
歓
送
迎
が
頻
繁

と
な
る
に
従
い
、
防
諜
の
対
策
上
、
旅
客
公
衆
の
雑
踏
す
る
駅
構
内
へ
の
歓
送
迎
者

入
場
を
自
制
す
る
こ
と
を
要
望
し
た
。

　

以

上
、
日
中
戦
争
開
始
当
初
は
、
銃
後
の
装
置
が
う
ま
く
は
た
ら
い
た
よ
う
で
、

盛
大
に

「赤
紙
の

祭
」
が
挙
行
さ
れ
、
駅
で
の
華
々
し
い
「
別
れ
」
が
続
い
た
。
し

か

し
戦
争
が
長
期
化
す
る
と
、
防
諜
を
目
的
と
し
て
、
華
美
な
歓
送
迎
会
の
自
粛
、

穆
・
幟
の
廃
止
等
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
戦
死
者
の
増
加
も
あ
っ
て
か
、
特

に

帰
還
兵
士
の
歓
迎
を
抑
制
す
る
詳
細
な
通
牒
が
数
多
く
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
か
ら
は
逆
に
、
民
衆
が
軍
や
市
町
村
役
場
か
ら
自
制
を
求
め

ら
れ
な
が
ら
も
、
実
は
以
前
と
か
わ
ら
ぬ
歓
送
迎
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
類
推
で
き
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吉良芳恵［昭和期の徴兵・兵事史料から見た兵士の見送りと帰還］

る
だ
ろ
う
。
民
衆
と
権
力
の
せ
め
ぎ
あ
い
は
、
依
然
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

④
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
期
に
お
け
る
兵
士
の
見
送
り
と
帰
還

　

日
中
戦
争
の
長
期
化
の
中
、
一
九
四
一
年
六
月
二
二
日
に
独
ソ
戦
が
開
始
さ
れ

た
。
こ
れ
に
呼
応
し
て
、
七
月
七
日
、
陸
軍
は
「
関
東
軍
特
種
演
習
（
関
特
演
）
」

と
い
う
名
の
対
ソ
戦
準
備
の
た
め
の
極
秘
の
大
動
員
を
下
令
、
＝
二
日
か
ら
令
状
交

付
を
開
始
し
た
。
在
満
警
備
態
勢
を
二
ヵ
月
以
内
に
整
え
る
た
め
、
在
満
州
・
朝
鮮

部
隊
を
動
員
す
る
ほ
か
、
内
地
か
ら
二
個
師
団
等
の
動
員
派
遣
が
構
想
さ
れ
、
対
ソ

八
五
万
の
兵
力
の
う
ち
、
約
五
五
万
人
が
新
た
に
動
員
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
秘
密
動
員
の
過
程
で
、
応
召
兵
と
の
「
別
れ
」
の
儀
式
に
重
大
な
変
化
が
生

じ
た
。
当
初
、
軍
の
方
針
に
は
不
統
一
が
見
ら
れ
、
市
町
村
を
混
乱
さ
せ
た
が
、
と

も
か
く
も
長
野
県
と
新
潟
県
の
史
料
か
ら
そ
の
経
緯
を
お
っ
て
み
よ
う
。

　
〈
長
野
県
〉

　
七

月
八
日
、
金
沢
師
団
参
謀
長
は
長
野
県
の
各
市
町
村
長
に
、
「
応
召
又
は
入
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

等
の
見
送
並
に
付
添
人
を
一
切
廃
止
の
件
通
牒
」
を
送
付
し
た
。
応
召
・
入
営
時
の

見
送
り
や
付
添
廃
止
の
実
行
を
徹
底
す
る
よ
う
要
望
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
と
り

わ
け
「
付
添
官
公
吏
」
の
部
隊
へ
の
立
ち
入
り
が
禁
止
さ
れ
た
。

　

同
日
、
南
佐
久
郡
町
村
長
会
長
も
各
町
村
長
に
、
「
応
召
軍
人
送
迎
に
関
す
る

（2
5
）

件
」
を
送
付
し
、
松
本
連
隊
区
司
令
部
よ
り
送
付
さ
れ
た
通
牒
を
伝
え
た
。
応
召
兵

士
の
見
送
り
と
帰
還
軍
人
の
歓
迎
に
つ
い
て
、
種
々
の
抑
制
を
強
要
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

　
　
一
、
送
迎
に
つ
き
て
は
送
迎
旗
は
絶
対
に
廃
止
す
る
こ
と

　
　
一
、
一
般
の
送
迎
者
は
其
町
村
の
校
庭
又
神
社
々
前
迄
で
と
す

　
　
一
、
団
旗
又
は
会
旗
も
前
項
と
同
し

　
　
一
、
停
車
場
迄
で
送
迎
す
べ
き
者
は
団
体
及
親
族
数
名
に
限
る
も
の
と
す

　
　
一
、
停
車
場
に
於
け
る
送
迎
の
際
万
歳
を
唱
ふ
こ
と
は
遠
慮
せ
ら
れ
度

　
　
一
、
応
召
軍
人
は
国
旗
を
以
て
檸
を
せ
ら
る
・
も
廃
止
せ
ら
れ
度
、
其
他
応
召

　
　
　
軍
人

と
標
示
す
る
如
き
記
章
も
同
し

こ
れ
ま
で
も
穆
や
幟
の
廃
止
が
要
望
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
通
牒
で
は
一
歩
す
す
ん

で
各
種
の
旗
が
廃
止
さ
れ
、
一
般
の
送
迎
者
は
小
学
校
の
校
庭
や
神
社
ま
で
し
か
許

さ
れ
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
親
族
や
諸
団
体
の
代
表
者
の
み
し
か
駅
ま
で
送
迎

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
万
歳
三
唱
は
遠
慮
す
る
こ
と
、
応
召
兵
は
穆
を
か
け
ぬ
こ
と

な
ど
が
細
か
に
指
示
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
『
徴
兵
・
戦
争
と
民
衆
』
中
に
も
、
防
諜
の
た
め
、
部
落
の
人
達
の
見
送
り
は
ム

ラ
は
ず
れ
ま
で
で
止
め
ら
れ
、
神
社
か
ら
駅
ま
で
見
送
っ
た
の
は
、
親
族
だ
け
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

っ

た
と
す
る
証
言
が
あ
る
。
『
村
と
戦
争
』
も
、
「
日
華
事
変
」
の
末
期
頃
か
ら
、
村

で
は

歓
送
式
だ

け
が
行
わ
れ
、
国
旗
・
幟
の
掲
揚
や
駅
頭
へ
の
見
送
り
は
、
物
資
不

足
と
防
諜
の
た
め
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
七

月
九
日
、
連
隊
区
司
令
官
は
、
「
動
員
（
臨
時
）
召
集
に
関
す
る
件
」
を
各
人

宛
に
通
達
し
、
「
防
諜
を
第
一
要
件
」
と
す
る
方
針
で
臨
む
こ
と
を
表
明
し
た
。
指

示
は
厳
し
く
、

　
　
一
、
歓
送
は
努
め
て
盛
大
に
行
ふ
こ
と
、
但
し
神
社
、
若
く
は
学
校
以
外
の
処

　
　
　
に
於
て
は
絶
対
に
な
さ
ざ
る
こ
と
（
停
車
場
広
場
及
其
の
付
近
に
於
て
行
ふ

　
　
　
は
不
可
）

　
　
二
、
停
車
場
構
内
の
見
送
り
は
市
町
村
兵
事
関
係
者
以
外
は
見
送
り
を
な
さ
ざ

　
　
　
る
こ
と
（
近
親
者
若
し
く
は
停
車
場
付
近
の
在
住
者
の
故
を
以
て
構
内
に
入

　
　
　
る
は
不
可
）

　
　
三
、
停
車
場
構
内
の
万
歳
は
な
さ
ざ
る
こ
と

　
　
四
、
応
召
者
は
成
る
へ
く
分
散
乗
車
す
る
如
く
指
導
す
る
こ
と

　
　
五
、
応
召
者
に
就
て
は
左
の
件
厳
守
の
こ
と

　
　
　
ー
、
如
何
な
る
標
識
を
も
付
せ
さ
る
こ
と

　
　
　
2
、
日
の
丸
の
旗
は
携
行
す
る
も
外
部
に
現
は
さ
ざ
る
こ
と
（
小
旗
に
於
て
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も
然
り
）

　
　
　

3
、
奉
公
袋
は
風
呂
敷
に
包
み
携
行
す
る
こ
と

　
　
　

4
、
見
送
り
は
自
己
よ
り
も
固
辞
す
る
こ
と
（
例
へ
ば
別
所
村
の
応
召
者
を

　
　
　
　
上

田
市
に
居
住
す
る
知
人
が
上
田
駅
に
於
て
見
送
り
を
な
す
は
不
可
）

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
歓
送
は
盛
大
に
と
う
た
い
な
が
ら
、
「
防
諜
」
の
た

め
、
駅
で
の
歓
送
、
万
歳
三
唱
は
禁
止
さ
れ
、
家
族
は
駅
構
内
に
入
れ
ず
兵
事
係
の

み

が
構
内
で
見
送
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
。
静
か
で
目
立
た
ぬ
出
征
儀
式
が
要
求

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
神
社
と
学
校
で
の
歓
送
会
だ
け
は
許
可

さ
れ
て
お
り
、
か
ろ
う
じ
て
銃
後
体
制
へ
の
民
衆
の
参
加
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
と

に
か
く
秘
密
動
員
の
た
め
、
駅
で
の
行
事
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
つ
い
で
七

月
＝
日
、
平
賀
村
役
場
は
各
常
会
長
に
「
応
召
帰
還
兵
送
迎
に
関
す

　
　
　
（
2
9
）

る
件
追
加
」
を
送
付
し
、
臼
田
警
察
署
長
よ
り
の
重
要
な
注
意
を
伝
え
た
。
こ
こ
で

は
、　

　
◎
不
可
な
る
こ
と

、、、、、
送
迎
旗
は
絶
対
に
使
用
せ
ざ
る
事

団
旗
、
日
丸
小
旗
の
使
用
も
絶
対
せ
ざ
る
事

兵
士
の

門
口
に
竹
、
松
等
に
て
ア
ー
チ
を
造
ら
さ
る
事

祝
提
灯

を
使
用
せ
さ
る
事

楽
隊
を
使
用
せ
さ
る
事

　
　
◎
見
止
め
ら
る
・
事

　
　
　
一
、
部
落
内
大
国
旗
掲
揚
の
こ
と

　
　
　
一
、
応
召
兵
の
門
口
の
国
旗
の
み
交
叉
は
可
な
り

　
　
◎
其
の
他
可
な
る
こ
と

　
　
　
一
、
其
他
に
於
て
は
送
歓
迎
は
壮
大
に
行
ふ
こ
と

　
　
　
一
、
学
校
迄
の
壮
行
の
際
は
各
戸
一
人
以
上
に
て
送
迎
す
る
こ
と

　
　
　
一
、
部
落
内
に
於
け
る
壮
行
会
は
可
な
り

と
追
加
事
項
が
指
示
さ
れ
、
歓
送
迎
を
壮
大
に
行
う
こ
と
や
学
校
ま
で
の
壮
行
、

部

落
で
の
壮
行
会
が
許
可
さ
れ
た
。
ど
う
も
禁
止
さ
れ
る
事
項
の
基
準
が
一
定
で
は
な

い

の

だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
全
て
が
禁
止
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。　

と
こ
ろ
が
三
日
後
の
一
四
日
、
臼
田
警
察
署
長
は
各
町
村
長
に
「
応
召
員
の
見
送

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
〕

り
禁
止
趣
旨
徹
底
に
関
す
る
件
」
を
送
付
し
、
九
日
付
の
連
隊
か
ら
の
通
達
に
重
大

な
変
更
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
た
。
こ
れ
は
金
沢
師
団
参
謀
長
か
ら
連
隊
区
司
令

官
を
経
て
送
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

　
　
一
、
七
月
九
日
長
連
動
第
二
二
八
号
第
一
項
の
歓
送
は
絶
対
に
行
わ
ざ
る
こ
と

　
　

二
、
同
第
二
項
停
車
場
の
見
送
り
は
一
切
行
わ
ざ
る
こ
と

　
　

三
、
応
召
者
は
軍
服
を
用
ふ
る
こ
と
な
く
私
服
を
以
て
応
召
す
る
こ
と
、
着
流

　
　
　

し
に
て
も
差
支
へ
な
し

　
　

四
、
奉
公
袋
は
必
ず
風
呂
敷
に
包
み
応
召
の
こ
と

　
　
参
考
　
歓
送
と
は
送
り
迎
へ
を
意
味
し
、
又
祈
願
祭
送
別
会
等
の
為
多
衆
集
合

　
　
　
　
　
す
る
場
合
も
禁
止
せ
ら
れ
た
る
に
付
き
為
念

と
記
さ
れ
、
前
回
の
指
示
の
変
更
、
つ
ま
り
神
社
や
学
校
で
の
歓
送
や
駅
で
の
見
送

り
、
軍
服
着
用
ま
で
も
が
禁
止
さ
れ
、
さ
ら
に
在
郷
軍
人
の
身
分
を
示
す
奉
公
袋
を

隠
す
よ
う
、
厳
し
い
指
示
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　

同
一
四
日
、
平
賀
村
役
場
は
各
常
会
長
に
「
応
召
兵
歓
送
に
関
す
る
件
」
を
送
付

し
、
「
本
日
其
の
筋
よ
り
の
通
牒
に
依
り
、
国
民
学
校
迄
の
見
送
り
も
厳
禁
せ
ら
れ

候

に
付
区
内
適
当
の
場
所
に
集
合
の
上
、
区
境
迄
歓
送
相
成
度
。
以
后
応
召
兵
は
直

接
駅
に

至
り
乗
車
相
成
様
御
通
知
願
度
候
」
と
、
国
民
学
校
ま
で
の
見
送
り
が
禁
止

さ
れ
た
た
め
、
適
当
な
場
所
に
集
合
し
て
区
境
ま
で
歓
送
す
る
方
法
で
対
処
す
る
よ

う
伝
え
た
。
末
端
行
政
は
苦
肉
の
策
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

以
上
の

史
料
か
ら
、
連
隊
と
師
団
と
の
間
で
歓
送
迎
に
関
す
る
指
示
が
異
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

い

た
こ
と
が
推
察
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
で
は
藤
井
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
町
村
が
混

乱
す

る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
警
察
署
は
祈
願
祭
や
送
別
会
も
禁
止
さ

れ
た
と
理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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七

月
一
六
日
に
も
、
連
隊
区
司
令
官
は
各
警
察
署
長
・
市
町
村
長
に
、
「
応
召
員

見
送
廃
止

に
関
し
趣
旨
徹
底
の
件
通
牒
」
を
送
付
し
、
歓
送
や
停
車
場
へ
の
見
送
り

を
一
切
行
わ
ぬ
こ
と
な
ど
の
他
に
、
村
常
会
（
町
内
会
、
部
落
常
会
、
隣
組
等
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
3
）

通

し
て
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
軍
が
末
端
行
政
組
織
を
動
員
し
て

応
召
業
務
を
徹
底
的
に
秘
密
裡
に
遂
行
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
七

月
一
七
日
、
臼
田
警
察
署
の
巡
査
は
平
賀
村
長
に
、
「
出
征
兵
士
見
送
に
関
す

　
（
3
4
）

る
件
」
を
送
付
し
、
一
七
日
よ
り
左
の
件
を
厳
守
す
る
よ
う
「
其
の
筋
」
よ
り
通
報

が
あ
っ
た
こ
と
を
通
知
し
た
。

　
　
一
、
駅
迄
た
り
と
難
も
近
親
者
一
人
位
に
止
め
絶
対
に
見
送
り
を
な
さ
ざ
る
事

　
　

二
、
出
征
兵
士
の
送
別
会
等
を
盛
大
に
な
さ
ざ
る
事

　
　

三
、
神
社
に
於
け
る
祈
願
祭
も
出
征
兵
士
及
付
添
人
一
名
に
止
む
る
事

混
乱
は
依
然
と
し
て
続
い
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
神
社
で
の
祈
願

祭
を
二
名
で
行
う
と
は
、
な
ん
と
寂
し
い
光
景
で
あ
ろ
う
。

　
以

上
一
連
の
通
牒
か
ら
、
神
社
や
小
学
校
等
で
行
わ
れ
て
い
た
歓
送
や
駅
で
の
見

送

り
が
厳
し
く
禁
止
さ
れ
（
送
別
会
や
祈
願
祭
も
同
様
）
、
兵
士
は
奉
公
袋
を
隠

し
、
平
服
で
、
町
村
民
に
気
づ
か
れ
る
こ
と
な
く
出
征
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

こ
と
が
判
明
す
る
。
従
来
見
ら
れ
た
出
征
の
風
景
、
つ
ま
り
在
郷
軍
人
分
会
旗
等
が

あ
ふ
れ
る
中
、
万
歳
三
唱
に
お
く
ら
れ
、
国
旗
の
檸
・
記
章
な
ど
を
着
装
し
て
晴
れ

が
ま
し
く
出
征
し
て
ゆ
く
風
景
は
、
実
は
昭
和
一
六
年
七
月
に
そ
の
廃
止
が
通
達
さ

れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
藤

井
忠
俊
氏
は
こ
の
事
態
を
、
関
特
演
に
よ
り
従
来
の
「
赤
紙
の
祭
」
が
終
焉

し
、
こ
の
時
か
ら
「
郷
里
の
輿
望
を
担
っ
て
出
て
行
く
か
た
ち
」
の
出
征
が
崩
れ
た

と
見
る
。
す
な
わ
ち
、
軍
は
召
集
業
務
を
極
秘
に
遂
行
す
る
た
め
、
出
征
を
祝
う
宴

や
盛
大
な
見
送
り
を
禁
止
し
、
こ
う
し
た
動
員
方
法
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
開
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

に
つ
な
が
っ
た
、
と
説
く
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
関
特
演
に
よ
る
動
員
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
、
七
月
二
二
日
、
飯
田

警
察
署
長
か
ら
各
村
長
に
「
臨
時
編
成
令
下
令
に
当
り
特
に
注
意
す
べ
き
事
項
の
件

通
牒
」
が
送
付
さ
れ
、
書
類
上
の
記
載
は
「
動
員
」
を
「
編
成
」
に
、
「
充
員
」
を

「臨
時
」
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、
「
急
使
其
の
他
防
諜
」
に
つ
い
て
次
の
こ
と
が
要

　
　
　
｛
3
6
へ

望
さ
れ
た
。

　
　

1
、
村
役
場
よ
り
本
人
に
交
付
す
る
為
の
急
使
も
、
出
来
得
る
限
り
吏
員
若
は

　
　
　
防
諜
方
面
に
理
解
あ
る
人
を
使
用
し
、
夜
間
午
後
七
時
半
頃
よ
り
交
付
を
為

　
　
　
す
こ
と
、
但
し
就
眠
後
に
し
て
熟
睡
中
な
る
と
き
は
却
て
不
可
な
る
こ
と
あ

　
　
　

る
に
付
注
意
の
こ
と
、
尚
急
使
等
よ
り
漏
ら
さ
る
る
事
例
多
き
を
以
て
厳
に

　
　
　
注
意
を
与
へ
差
遣
の
こ
と

　
　

2
、
又
直
接
応
（
徴
）
召
者
を
役
場
に
呼
出
し
、
応
召
又
は
応
徴
の
旨
を
他
に

　
　
　
漏

さ
さ
る
様
厳
に
口
止
め
し
、
激
励
の
辞
を
述
へ
て
防
諜
上
所
要
の
注
意
を

　
　
　
与
へ
単
独
応
召
（
徴
）
せ
し
む
る
如
く
な
す
は
、
其
の
効
果
大
な
る
に
付
実

　
　
　
施
せ
ら
れ
度

夜
陰
に
紛
れ
る
な
ど
、
如
何
に
秘
密
保
持
が
企
図
さ
れ
た
か
が
わ
か
る
。

　
日
米
英
開
戦
後
の
一
二
月
＝
一
日
、
平
賀
村
長
は
応
召
者
に
、
「
今
次
臨
時
召
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

の

応
召
者
の
携
行
品
其
他
に
関
す
る
件
通
知
」
を
送
付
し
、
「
其
の
筋
」
よ
り
の
通

牒
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
注
意
を
呼
び
か
け
た
。

　
　
一
、
防
諜
に
関
す
る
件

　
　
　
※
別
紙
「
防
諜
の
趣
旨
徹
底
に
関
す
る
通
牒
」

　
　
二
、
今
次
応
召
者
は
応
召
に
方
り
、
各
人
成
る
べ
く
次
の
諸
品
を
携
行
し
来
る

　
　
　
こ
と

　
　
　
ー
、
小
型
磁
石
（
平
時
所
持
し
あ
る
者
又
は
軽
易
に
求
め
得
ら
る
・
者
の
み

　
に
て
可
）

2
、
小
笛
（
コ
ロ
コ
ロ
笛
）

3
、
各
人
着
用
の
外
、
冬
シ
ャ
ツ
、
冬
ヅ
ボ
ン
下
各
一
着
携
行

4
、
扇
子
（
な
る
べ
く
頑
丈
な
る
も
の
）

5
、
ビ
ー
ル
ビ
ン
、
止
む
を
得
さ
れ
は
、
サ
イ
ダ
ー
ビ
ン
（
肩
よ
り
懸
く
る

　
に
足
る
紐
を
付
す
）
、
（
成
る
べ
く
「
コ
ル
ク
」
栓
付
）
「
ウ
ガ
イ
薬
を
入
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れ
る
」
（
ウ
ガ
イ
薬
は
役
場
で
用
意
す
る
を
以
て
買
求
め
せ
ぬ
様
申
添

　
　
　
　
す
）

　
　
　
6
、
懐
炉
（
軽
易
に
求
め
得
ら
る
・
者
の
み
に
て
可
）

　
　
　
7
、
タ
オ
ル
（
日
本
手
拭
よ
り
も
「
タ
オ
ル
」
を
可
と
す
）

　
　
　
8
、
釣
針
、
釣
糸
（
平
時
所
持
し
あ
る
者
、
又
は
軽
易
に
求
め
得
ら
る
・
者

　
　
　
　
の
み
に
て
可
）

　
　
　
9
、
焼
塩
一
〇
〇
ー
二
〇
〇
瓦
及
之
を
収
容
す
る
瓶

　
　
　
1
0
、
小
国
旗
（
平
時
所
持
し
あ
る
者
又
は
軽
易
に
求
め
得
ら
る
・
者
の
み
に

　
　
　
　
て
可
）

ち
な
み
に
、
富
山
県
庄
下
村
の
兵
事
係
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
日
の
丸
の
旗
と
歓
呼
の

声
に
送
ら
れ
」
た
応
召
が
、
こ
の
時
は
「
軍
服
は
着
て
く
る
な
、
ゆ
か
た
が
け
で
、

か

ら
の
ビ
ー
ル
か
酒
の
び
ん
を
腰
に
ぶ
ら
さ
げ
る
か
或
い
は
手
に
つ
り
ざ
お
で
も
持

っ

て

こ
い
と
い
う
変
な
召
集
」
で
、
大
戦
争
が
始
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
直
感
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
8
）

こ
と
、
市
町
村
で
の
兵
隊
の
見
送
り
も
禁
止
さ
れ
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。
大
規

模
な
動
員
を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
兵
事
係
は
こ
の
時
期
を

「
関
特
演
」
の
直
前
と
記
憶
し
て
い
る
。
し
か
し
平
賀
村
に
残
さ
れ
た
史
料
で
は
、

太
平
洋
戦
争
開
始
後
で
あ
り
、
時
期
に
相
違
が
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

　
と
こ
ろ
で
右
通
牒
の
（
一
）
に
付
さ
れ
た
、
別
紙
「
防
諜
の
趣
旨
徹
底
に
関
す
る

件
通
牒
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
次
の
よ
う
に
総
括
し
た
。

　
七

月
八
日
以
来
屡
々
通
牒
し
て
き
た
が
、
「
今
尚
応
召
者
の
近
親
者
に
し
て
見
送

の

為
駅
に
到
り
且
つ
警
察
官
の
取
締
制
止
に
応
せ
さ
る
者
、
又
は
応
召
者
の
知
己
等

に
し
て
私
情
を
以
て
駅
に
見
送
り
万
歳
を
発
唱
す
る
者
等
、
自
粛
自
戒
充
分
な
ら
さ

る
も
の
」
が
あ
り
、
歓
送
を
望
む
至
情
は
察
す
る
が
、
現
下
の
情
勢
は
防
諜
の
絶
対

厳
守
が
必
要
な
た
め
見
送
り
に
関
す
る
一
切
の
事
項
を
禁
止
し
た
の
で
あ
り
、
町
内

会
、
常
会
、
隣
組
等
を
通
し
て
防
諜
報
国
の
趣
旨
を
徹
底
強
化
し
、
次
の
事
項
の
実

行
を
希
望
す
る
、
と
説
明
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
一
〇
項
目
に
わ
た
っ
た
。

　
　
一
、
見
送
り
は
一
切
行
は
さ
る
こ
と
、
特
に
駅
（
駅
付
近
及
自
動
車
乗
場
等
を

　
含
）
に
於
け
る
見
送
の
絶
無
を
期
す
る
こ
と

二
、
壮
行
会
、
送
別
会
、
祈
願
祭
、
懇
親
会
等
を
行
は
さ
る
こ
と

三
、
祈
願
幡
、
送
行
旗
、
送
行
門
等
を
設
け
さ
る
こ
と

四
、
応
召
者
に
は
応
召
に
関
し
左
記
諸
件
を
徹
底
せ
し
め
必
ず
実
行
せ
し
む
る

　
こ
と

　
ー
、
如
何
な
る
標
識
（
檸
、
腕
章
、
在
郷
軍
人
会
員
徽
章
等
）
を
も
な
さ
さ

　
　
る
こ
と

　

2
、
奉
公
袋
は
風
呂
敷
に
包
み
外
部
に
現
は
さ
さ
る
こ
と
（
日
の
丸
の
旗
、

　
　
其
の
他
の
小
旗
類
を
携
行
す
る
も
の
も
同
様
に
す
る
こ
と
）
、
尚
応
召
者

　
　
は
な
る
べ
く
分
散
乗
車
す
る
如
く
努
む
る
こ
と

　

3
、
見
送
り
は
自
己
よ
り
も
固
辞
し
単
独
に
て
家
を
出
発
の
こ
と

　

4
、
軍
服
を
着
用
せ
さ
る
こ
と
、
但
し
将
校
、
准
士
官
は
軍
装
せ
さ
る
軍
服

　
　
な
れ
ば
可

　

5
、
応
召
途
中
に
於
て
応
召
に
関
す
る
事
項
は
、
万
必
要
な
る
者
以
外
に
対

　
　
し
て
は
絶
対
に
口
外
せ
ざ
る
こ
と

　

6
、
応
召
後
の
挨
拶
状
等
を
自
宅
よ
り
印
刷
携
行
せ
ざ
る
こ
と

　

7
、
近
親
者
と
錐
招
待
及
饗
応
等
を
な
さ
ざ
る
こ
と

　

8
、
応
召
に
方
り
見
送
を
受
け
ざ
る
も
、
防
諜
の
必
要
な
る
所
以
を
よ
く
認

　
　
識
し
勇
躍
出
発
す
べ
き
こ
と

五
、
応
召
者
の
乗
車
券
は
駅
長
室
に
於
て
購
入
す
る
こ
と

六
、
市
町
村
及
応
召
者
又
は
其
の
家
族
等
に
於
て
発
信
す
る
電
報
葉
書
等
は
、

　
動
員
、
召
集
等
の
語
を
用
ひ
ず
し
て
所
要
を
弁
し
得
る
如
く
考
慮
す
る
こ
と

七
、
一
般
市
町
村
民
も
、
動
員
、
応
召
等
に
関
し
仮
令
之
を
知
る
も
自
己
の
み

　

に
止
め
、
万
止
む
を
得
さ
る
場
合
の
外
絶
対
に
談
話
口
外
せ
さ
る
こ
と

八
、
鉄
道
沿
線
に
於
け
る
見
送
り
（
列
車
に
対
す
る
見
送
り
万
歳
等
）
は
厳
に

　

禁
止
の
こ
と

九
、
家
の
前
に
於
け
る
見
送
り
も
行
は
さ
る
こ
と
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十
、
前
各
号
は
現
役
兵
の
入
営
の
際
に
も
適
用
し
、
総
て
応
召
者
同
様
に
な
す

　
　
　
こ
と

七

月
か
ら
の
一
連
の
軍
の
指
示
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
親
者
や
知
己
な
ど
は
警
察
の

制
止
を
振
り
切
っ
て
駅
で
見
送
り
を
続
行
し
て
い
た
よ
う
で
、
日
米
英
開
戦
を
契
機

に
、
一
切
の
見
送
り
を
絶
無
に
す
る
よ
う
、
一
層
厳
し
い
指
示
が
出
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
壮
行
会
、
送
別
会
、
祈
願
祭
、
旗
や
幟
、
檸
等
は
全
て
禁
止
さ
れ
、
見
送
り
が

な
く
と
も
勇
躍
し
て
出
征
せ
よ
と
の
厳
し
い
要
請
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
三
日
後
の
一
二
月
一
五
日
に
な
る
と
、
長
野
連
隊
区
司
令
官
は
各
市
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

村
長
に
、
「
入
営
又
は
応
召
に
方
り
見
送
人
等
に
関
す
る
件
通
牒
」
を
送
付
し
、
一

三

日
付
の
金
沢
師
団
参
謀
長
の
通
牒
を
伝
え
た
。

　
　
一
、
父
兄
、
知
人
等
の
付
添
又
は
見
送
は
乗
車
停
車
場
又
は
歓
送
場
迄
に
止
め

　
　
　
部
隊
に

到
ら
し
め
ざ
る
こ
と
、
但
し
駅
構
内
に
入
る
こ
と
を
厳
禁
す
る
と
共

　
　
　

に
旗
、
幟
、
檸
等
の
使
用
は
依
然
従
来
同
様
之
を
禁
止
す
、
尚
歓
送
場
と
し

　
　
　
て
は

役
場
、
小
学
校
、
神
社
、
或
は
忠
魂
碑
前
等
を
使
用
す
る
を
適
当
と
す

　
　
　

る
意
見
な
る
に
付
為
念

　
　

二
、
市
町
村
、
在
郷
軍
人
会
等
に
於
て
も
吏
員
又
は
役
員
の
付
添
及
指
導
は
乗

　
　
　
車
停
車
場
（
構
内
に
入
ら
し
め
す
）
迄
と
す

　
　

三
、
入
営
又
は
応
召
当
日
の
著
装
被
服
に
関
し
て
は
制
限
せ
す

　
　
右
以
外
の
事
項
に
し
て
見
送
に
関
し
て
は
従
前
屡
次
に
亘
る
通
知
の
通
り
に
候

　
　
も
左
記
為
念
申
添
候

　
　
一
、
壮
行
会
、
送
別
会
等
は
行
は
さ
る
こ
と

　
　
一
、
本
村
の
一
般
の
見
送
り
は
平
賀
国
民
学
校
庭
迄
と
す

　
　
一
、
出
発
に
当
り
招
待
及
饗
応
等
は
近
親
者
に
限
る
こ
と

　
　
◎
学
生
の
音
楽
隊
は
国
民
学
校
迄
行
進
す
る
こ
と
を
得

旗
や

幟
、
壮
行
会
や
送
別
会
等
は
依
然
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
一
二
日
の
段
階

と
は
異
な
り
、
歓
送
や
見
送
り
、
服
装
、
音
楽
隊
の
行
進
等
、
ず
い
ぶ
ん
緩
和
さ
れ

た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
方
針
が
変
化
し
た
こ
と
は
、
次
の
い
く
つ
か
の
史
料
で
も

確
認
で
き
る
。

　

関
特
演
以
後
、
情
報
統
制
の
た
め
、
紙
面
に
一
度
も
報
道
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
歓
送
会
に
関
す
る
記
事
（
「
軍
を
信
頼
し
て
進
め
／
出
征
歓
送
は
精
神
が
第
一
！
／

陸
軍
が
国
民
へ
呼
か
く
」
）
が
、
一
二
月
一
六
日
の
『
信
濃
毎
日
新
聞
』
に
掲
載
さ

れ

た
。
東
京
で
一
五
日
に
発
表
さ
れ
た
陸
軍
談
話
を
載
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

中
で
、

　
　
今
後
は
一
億
民
心
の
昂
揚
を
図
る
た
め
、
陸
軍
関
係
の
出
征
将
士
の
歓
送
激
励

　
　
式

な
ど
に
つ
い
て
の
そ
の
制
限
を
緩
和
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
が
、
そ
の
趣

　
　
旨
は
飽
く
ま
で
精
神
的
な
も
の
で
あ
つ
て
、
荷
く
も
こ
れ
が
た
め
軍
事
の
秘
密

　
　
が
暴
露

し
た
り
、
物
質
の
消
費
や
歓
送
迎
に
よ
る
交
通
量
の
激
増
を
来
た
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
マ
マ
ロ

　
　
り
、
或
ひ
は
勤
務
作
業
を
休
ん
だ
り
す
る
や
う
な
こ
と
が
あ
つ
て
は
趣
旨
に
戻

　
　

る
も
の
で
、
度
を
越
さ
ぬ
範
囲
内
で
大
い
に
銃
後
の
士
気
を
振
起
し
て
も
ら
ひ

　
　
た
い
。

と
述
べ
、
今
回
の
「
大
東
亜
戦
争
」
は
長
期
化
が
必
至
ゆ
え
、
軍
の
作
戦
進
展
の
情

況
、
中
で
も
特
に
進
路
や
地
点
等
は
発
表
を
控
え
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
と

同
時
に
、
「
軍
を
信
頼
し
て
徒
ら
に
敵
の
謀
略
宣
伝
に
惑
は
さ
れ
ぬ
」
よ
う
要
望
し

た
。
ま
た
別
の
記
事
（
「
出
征
の
壮
行
会
／
今
後
は
差
支
へ
な
し
」
）
で
は
、
「
久
し
く

自
粛
し
て
来
た
応
召
兵
の
歓
送
等
は
、
大
東
亜
戦
争
開
始
と
共
に
方
針
が
緩
和
さ

れ
、
お
祭
り
騒
ぎ
に
亘
ら
ぬ
程
度
で
壮
行
会
歓
送
等
を
行
つ
て
も
差
支
へ
な
い
事
に

な
つ
た
」
と
し
て
、
松
本
市
で
は
近
日
中
に
、
本
年
度
入
隊
す
る
現
役
壮
丁
の
た
め

の
盛
大

な
壮
行
会
が
翼
賛
会
支
部
、
郷
軍
連
合
分
会
、
そ
の
他
各
種
団
体
と
共
同
主

催
で
挙
行
さ
れ
る
こ
と
を
報
じ
た
。
壮
行
会
の
理
解
に
少
し
乖
離
が
あ
る
が
、
い
ず

れ

に
し
て
も
太
平
洋
戦
争
を
遂
行
す
る
た
め
、
兵
士
や
銃
後
を
鼓
舞
す
る
歓
送
会
が

解
禁
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
一
二
月
一
八
日
に
も
『
信
濃
毎
日
新
聞
』
（
「
勇
士
歓
送
の
心
得
」
）
は
、
軍
当
局

が
左
の

よ
う
な
出
征
兵
・
応
召
兵
の
歓
送
方
法
を
指
示
し
て
来
た
の
で
、
松
本
市
で
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は
一
七
日
に
各
区
長
を
通
じ
て
全
市
民
に
徹
底
さ
せ
る
事
に
し
た
、
と
報
じ
た
。

　
　
一
、
父
兄
知
人
等
の
付
添
ひ
又
は
見
送
り
は
、
乗
車
停
車
場
又
は
歓
送
場
迄
に

　
　
　
止
め
部
隊
に
至
ら
し
め
ざ
る
事
、
但
し
駅
構
内
に
入
る
事
を
厳
禁
す
る
と
共

　
　
　
に
旗
幟
裡
等
の
使
用
は
依
然
従
来
同
様
こ
れ
を
禁
ず
。
尚
歓
送
場
と
し
て
は

　
　
　
国
民
学
校
神
社
々
前
を
使
用
す
る
事
を
適
当
と
認
む
。

　
　
二
、
在
郷
軍
人
会
等
に
於
て
も
、
役
員
の
付
添
ひ
及
び
指
導
は
乗
車
停
車
場
迄

　
　
　
と
す
（
構
内
に
入
ら
し
め
ず
）
。

　
　

三
、
入
営
又
は
応
召
当
日
の
服
装
に
関
し
て
は
制
限
せ
ず
。

ま
た
同
紙
は
、
埴
科
郡
で
も
、
一
七
日
の
満
州
埴
科
郷
建
設
促
進
協
議
会
の
席
上
、

緊
急
問
題
と
し
て
応
召
入
営
勇
士
の
送
迎
方
法
を
全
郡
的
に
統
一
す
る
必
要
が
あ
る

旨
を
協
議
し
、

　
　
一
、
壮
行
会
は
士
気
昂
揚
の
た
め
精
神
的
に
盛
大
に
開
催
す
る
事

　
　
一
、
町
村
民
の
歓
送
迎
は
国
民
学
校
氏
神
社
前
迄
と
し
、
駅
へ
は
役
場
関
係
近

　
　
　
親
者
の
み
と
す

　
　
一
、
防
諜
の
点
は
特
に
留
意
す
る
事

等
を
申
合
せ
た
、
と
の
記
事
を
掲
載
し
た
。

　
以
上
か

ら
、
民
衆
が
壮
行
会
や
歓
送
会
等
を
い
か
に
希
求
し
て
い
た
か
が
わ
か
る

だ

ろ
う
。
日
米
英
開
戦
は
、
銃
後
の
欝
屈
し
た
気
分
を
一
掃
す
る
か
の
よ
う
に
、

「赤
紙
の
祭
」
を
制
限
つ
き
な
が
ら
復
活
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
開
始
一
年
後
の
一
九
四
二
年
一
二
月
七
日
、
長
野
連
隊
区
司

令
官
は
各
警
察
署
長
・
各
市
町
村
長
・
各
連
合
分
会
長
・
各
分
会
長
に
、
「
応
召

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

（入
営
）
兵
の
歓
送
迎
に
関
す
る
件
通
牒
」
）
を
送
付
し
た
。
「
屡
々
通
牒
致
し
た
る

所

な
る
も
、
現
在
別
紙
の
通
（
前
各
通
牒
の
要
約
せ
る
も
の
）
実
施
致
し
居
り
候
に

付
承
知
」
し
て
ほ
し
い
旨
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　

「秘
」
別
紙
　
応
召
（
入
営
）
兵
歓
送
迎
に
関
す
る
件

　
　
一
、
歓
送

　
　
　

1
、
応
召
兵
（
現
役
兵
、
其
の
他
の
入
営
兵
を
含
む
）
の
郷
里
出
発
に
当

　
　
　

り
、
神
社
、
寺
院
の
境
内
、
校
庭
奉
安
殿
前
、
役
場
前
、
其
の
他
適
当
な

　
　
　

る
場
所
に
於
て
壮
行
の
式
を
挙
ぐ
る
は
差
支
無
き
も
、
此
の
際
防
諜
に
関

　
　
　

し
厳
に
注
意
の
こ
と
、
尚
此
の
場
合
楽
隊
及
国
旗
、
会
旗
、
団
旗
等
を
使

　
　
　

用
す
る
は
差
支
な
し

　
　
　
2
、
最
寄
り
の
乗
車
駅
迄
の
見
送
り
は
極
く
小
数
の
家
族
又
は
市
町
村
、
軍

　
　
　

人

分
会
の
代
表
者
に
止
む
る
こ
と
、
但
し
見
送
人
は
総
て
駅
の
構
内
に
入

　
　
　

ら
ざ
る
こ
と
、
又
駅
へ
の
見
送
り
に
国
旗
、
会
旗
、
団
旗
及
其
の
他
の
標

　
　
　

識
を
用
ひ
ざ
る
こ
と

　
　
　
3
、
部
隊
へ
の
付
添
へ
及
途
中
の
駅
迄
の
見
送
り
は
行
は
ざ
る
こ
と

　
　
　
4
、
応
召
（
入
営
）
兵
の
服
装
は
随
意
（
軍
服
に
て
差
支
無
し
）
と
す
、
但

　
　
　

し
国
旗
、
檸
等
を
所
持
す
る
者
は
之
を
露
出
す
る
こ
と
な
く
携
行
し
、
殊

　
　
　

更
に
応
召
（
入
営
）
兵
た
る
こ
と
を
知
ら
し
む
る
が
如
き
標
識
を
せ
さ
る

　
　
　
　
こ
と

　
　
　
5
、
見
送
り
の
為
新
た
に
旗
、
檸
等
を
調
製
（
購
入
）
し
、
或
は
歓
送
門
を

　
　
　

其
の
都
度
構
築
せ
さ
る
様
注
意
の
こ
と

　
　
二
、
歓
迎

　
　
　
1
、
召
集
解
除
者
及
満
期
除
隊
者
の
帰
郷
に
際
し
て
の
歓
迎
は
歓
送
の
際
に

　
　
　
　
準
し
、
最
寄
り
の
下
車
駅
迄
の
出
迎
へ
は
極
く
小
数
の
家
族
又
は
町
村
、

　
　
　
　
軍
人
分
会
等
の
代
表
者
に
止
め
、
且
此
の
場
合
の
出
迎
者
は
駅
構
内
に
入

　
　
　
　
る
こ
と
な
く
駅
構
外
に
於
て
出
迎
を
な
す
こ
と

　
　
　
2
、
帰
村
に
当
り
神
社
、
寺
院
の
境
内
、
校
庭
、
其
の
他
適
当
な
る
場
所
に

　
　
　
　
於
て
歓
迎
の
式
を
挙
ぐ
る
は
差
支
な
し
、
此
の
場
合
楽
隊
、
旗
等
の
使
用

　
　
　
　
差
支
な
し

　
　
　
3
、
部
隊
又
は
途
中
の
駅
迄
の
出
迎
へ
は
、
止
む
を
得
さ
る
場
合
の
外
行
は

　
　
　
　
さ
る
こ
と

　
そ
の
後
も
一
九
四
四
年
ま
で
、
長
野
県
で
は
応
召
兵
の
歓
送
に
関
す
る
同
様
の
指

　
　
　
　
　
　
　
〔
4
1
」

示
が
送
付
さ
れ
続
け
た
。
盛
大
で
は
な
い
が
、
民
心
を
納
得
さ
せ
る
程
度
の
「
赤
紙
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の
祭
」
が
軍
に
よ
り
許
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

〈
新
潟
県
〉

　
新
潟
県
で
も
、
長
野
県
と
同
様
の
史
料
が
確
認
で
き
る
。

　
七

月
九
日
、
高
士
村
長
・
在
郷
軍
人
会
高
士
村
分
会
長
は
大
字
区
長
・
分
会
班

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

長
・
学
校
長
・
団
体
長
に
、
軍
事
機
密
「
時
局
上
防
諜
厳
行
に
関
す
る
件
」
を
送
付

し
た
。
独
ソ
戦
開
始
に
と
も
な
う
防
諜
上
、
時
局
業
務
の
秘
匿
並
流
言
輩
語
の
防
止

に

努
め
る
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
、
特
に
次
の
こ
と
が
厳
し
く
指
示
さ
れ
た
。

　
　

1
、
万
一
動
員
下
令
あ
り
し
場
合
は
関
係
者
以
外
に
漏
洩
せ
さ
る
如
く
注
意
す

　
　
　
る
こ
と

　
　

2
、
動
員
関
係
官
公
吏
各
位
は
職
務
上
当
然
動
員
下
令
の
事
実
は
承
知
せ
ら
る

　
　
　
へ
き
も
関
係
者
以
外
に
は
絶
対
に
他
言
せ
さ
る
こ
と

　
　

3
、
動
員
実
施
は
勉
め
て
冷
静
整
粛
極
秘
裡
に
確
実
迅
速
に
完
遂
す
る
こ
と

　
　

4
、
万
一
動
員
下
令
あ
る
も
召
集
徴
発
は
恰
も
従
来
の
交
代
派
遣
と
異
な
ら
さ

　
　
　

る
か
如
き
或
は
万
一
を
顧
慮
す
る
教
育
の
為
な
る
か
如
き
感
想
を
予
へ
る
こ

　
　
　
と

　
　
　
　
　
　
マ
マ
ロ

　
　

5
、
応
召
の
に
方
り
従
来
見
受
く
る
所
謂
御
祭
騒
的
送
迎
は
之
を
厳
禁
す
る
如

　
　
　
く
指
導
す
る
こ
と

　
　
6
、
動
員
令
電
報
は
一
切
之
を
使
用
せ
さ
る
も
の
と
す
（
特
使
を
派
遣
す
る
も

　
　
　
の
と
す
）
、
動
員
用
封
筒
は
之
を
使
用
す
る
こ
と
を
得
〔
省
略
〕

　
　
7
、
充
員
召
集
令
状
受
領
者
も
関
係
者
以
外
に
秘
匿
す
る
如
く
指
導
す
る
こ
と

動
員
を
密
か
に
行
う
よ
う
細
か
な
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
注
目
さ
れ

る
の
は
、
「
御
祭
騒
的
」
送
迎
が
厳
禁
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
激
励
会
や
歓
送

に
つ
い
て
は
、
左
の
よ
う
に
そ
の
改
正
点
が
示
さ
れ
た
。

　
　
一
、
激
励
会
は
応
召
の
為
村
出
発
の
当
日
其
の
時
刻
前
に
之
を
執
行
す
る
も
の

　
　
　
と
す

　
　
二
、
激
励
会
は
極
簡
素
に
之
を
執
行
し
高
士
校
々
庭
に
於
て
実
施
す
之
か
為
出

　
　
　
発
時
刻
一
時
間
前
に
集
合
す
る
も
の
と
す

　
　

三
、
歓
送
は
激
励
会
実
施
に
依
り
終
了
し
た
る
も
の
と
す

　
　
四
、
応
召
者
は
学
校
前
停
留
所
よ
り
乗
合
自
動
車
に
乗
車
出
発
す
る
も
の
と
す

　
　
　
特

に
貸
切
自
動
車
に
依
る
も
の
亦
同
し

　
　
五
、
村
出
発
場
所
以
外
の
歓
送
は
官
公
吏
、
団
体
代
表
者
井
応
召
者
の
極
近
親

　
　
　
者
に
限
る
も
の
と
す

　
　
六
、
応
召
者
の
服
装
は
従
前
に
倣
ふ
但
し
応
召
の
標
識
は
之
を
厳
禁
す

　
　
七
、
本
件
に
関
し
て
部
落
に
於
け
る
指
導
は
区
長
、
分
会
班
長
協
力
之
に
当
る

　
　
　
も
の
と
す

つ
ま
り
、
防
諜
上
、
激
励
会
は
出
征
当
日
、
し
か
も
一
時
間
前
に
極
簡
素
に
行
う
こ

と
が
指
示
さ
れ
、
歓
送
は
役
場
吏
員
や
郷
軍
等
の
代
表
者
、
近
親
者
に
限
定
さ
れ
、

応
召
者
を
示
す
標
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
七

月
一
一
日
に
は
、
新
潟
県
学
務
部
長
・
警
察
部
長
が
支
庁
長
・
警
察
署
長
・
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

町
村
長
・
中
等
学
校
長
に
、
「
時
局
下
防
諜
に
関
す
る
件
」
を
送
付
し
、
次
の
よ
う

な
注
意
を
促
し
た
。

　
　
一
、
召
集
徴
発
は
特
に
指
示
あ
り
た
る
時
は
極
秘
の
取
扱
を
為
す
こ
と
此
の
場

　
　
　
合
は
特
に
関
係
者
に
於
て
も
「
動
員
」
「
充
員
召
集
」
等
の
言
を
口
外
せ
し

　
　
　
め
ざ
る
こ
と

　
　
二
、
応
召
者
に
対
し
て
は
従
来
壮
行
送
別
等
の
名
の
下
に
料
亭
等
に
於
て
宴
会

　
　
　
を
為
す
向
あ
る
も
之
を
廃
し
町
内
常
会
等
に
於
て
衆
目
に
触
れ
ざ
る
様
努
め

　
　
　
て
簡
素
に
行
ふ
こ
と

　
　
三
、
千
人
針
は
街
頭
に
於
て
縫
結
を
為
さ
ず
衆
目
に
触
れ
ざ
る
様
調
弁
す
る
こ

　
　
　
と

　
　
四
、
歓
送
の
際
は
駅
頭
等
に
於
て
壮
行
式
を
行
は
ざ
る
こ
と
又
楽
隊
は
勿
論
旗

　
　
　
も
大
小
に
拘
は
ら
ず
之
を
禁
止
す
る
こ
と
尚
学
校
生
徒
等
堵
列
せ
し
め
ざ
る

　
　
　
、
」
と

　
　
五
、
見
送
り
者
は
自
宅
出
発
よ
り
家
族
親
戚
を
含
み
応
召
者
一
人
に
付
三
名
以

　
　

内
に
制
限
す
る
こ
と
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六
、
市
町
村
、
会
社
、
工
場
其
の
他
団
体
等
に
於
て
自
己
関
係
の
応
召
人
員
、

　
　
　
召
集
部
隊
、
到
着
日
時
等
を
他
言
せ
さ
る
こ
と

　
　
七
、
檸
、
其
の
他
応
召
者
た
る
こ
と
の
標
識
は
一
切
用
ひ
さ
る
こ
と

　
　
八
、
応
召
者
の
住
家
に
旗
、
緑
門
等
特
別
の
標
示
を
建
設
せ
さ
る
こ
と

こ
う
し
て
防
諜
を
理
由
に
、
壮
行
会
や
送
別
会
を
町
内
や
常
会
等
で
人
目
に
つ
か
ぬ

よ
う
簡
素
に
行
う
こ
と
が
指
示
さ
れ
、
駅
で
の
壮
行
式
や
楽
隊
、
旗
、
小
学
生
の
見

送
り
、
応
召
者
の
穆
等
の
標
識
、
応
召
者
の
家
の
旗
標
示
な
ど
が
禁
止
さ
れ
た
。
特

に
応
召
将
兵
の
歓
送
に
つ
い
て
は
、
よ
り
具
体
的
に
次
の
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
。

　
　
一
　
各
種
団
体
並
に
一
般
に
対
す
る
事
項

　
　
　
1
、
応
召
者
の
出
発
の
際
の
歓
送
は
応
召
者
の
居
宅
前
（
応
召
者
多
数
あ
る

　
　
　
　
場
合
は

町
内
適
当
の
場
所
を
指
定
し
）
に
集
合
し
其
の
場
所
に
歓
送
す
る

　
　
　
　
こ
と
但
し
大
袈
裟
に
は
行
は
さ
る
こ
と

　
　
　

2
、
居
宅
よ
り
出
発
駅
迄
の
歓
送
者
は
絶
対
に
三
人
（
家
族
親
族
を
含
む
）

　
　
　
　
以
内
た
る
こ
と

　
　
　

3
、
応
召
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
る
旗
、
標
識
類
は
用
ひ
さ
る
こ
と

　
　
　

4
、
従
来
市
よ
り
寄
贈
し
た
る
長
旗
は
贈
呈
せ
ず
別
に
饅
別
を
贈
る

　
　
　

5
、
応
召
者
の
出
発
日
時
其
の
他
を
記
載
し
た
る
看
板
其
の
他
応
召
を
知
り

　
　
　
　
得
る
標
識
類
（
左
胸
部
に
添
付
す
る
日
の
丸
の
布
片
）
は
一
切
用
ひ
ざ
る

　
　
　
　
こ
と

　
　
　

6
、
歓
送
の
際
の
楽
隊
は
用
ひ
ざ
る
こ
と

　
　
　

7
、
応
召
者
の
居
宅
前
に
歓
送
す
る
場
合
は
町
内
旗
団
体
旗
を
持
つ
も
差
支

　
　
　
　
な
し

　
　
　

8
、
出
発
駅
迄
の
歓
送
者
は
町
内
会
旗
、
団
体
旗
、
日
の
丸
小
旗
等
を
持
た

　
　
　
　
さ
る
こ
と

　
　
　

9
、
町
内
会
長
（
役
員
）
に
し
て
出
発
駅
迄
歓
送
す
る
場
合
は
町
内
課
長

　
　
　
　
（
役
員
）
の
標
識
た
る
腕
章
、
檸
等
は
用
ひ
さ
る
こ
と

　
　
　

1
0
、
千
人
針
の
縫
結
を
求
む
る
と
き
は
街
頭
に
於
て
行
は
ざ
る
こ
と

　
　
　
1
1
、
壮
行
の
辞
等
を
述
ぶ
る
場
合
は
特
に
言
辞
に
注
意
す
る
こ
と

　
　
　
1
2
、
応
召
者
の
出
発
日
時
（
駅
）
入
隊
部
隊
名
及
応
召
者
の
数
等
は
絶
対
に

　
　
　

他
言
せ
ざ
る
こ
と

　
　
　
1
3
、
歓
送
方
を
区
内
に
通
知
す
る
と
き
は
単
に
集
合
日
時
並
に
場
所
の
み
を

　
　
　
通
知
す
る
こ
と

　
　
　
1
4
、
町
内
会
長
、
各
団
体
長
に
交
付
し
あ
る
新
潟
駅
構
内
の
入
場
券
は
応
召

　
　
　

者
の
歓
送
に
は
無
効
と
す

　
　
二
、
応
召
者
に
対
す
る
事
項

　
　
　
1
、
入
隊
部
隊
名
、
入
隊
月
日
、
出
発
日
時
（
駅
）
は
絶
対
に
他
言
せ
ざ
る

　
　
　
　
こ
と

　
　
　
2
、
町
内
会
長
、
在
郷
軍
人
分
会
長
其
他
に
挨
拶
す
る
際
は
単
に
自
宅
出
発

　
　
　
　
日
時
の
み
を
告
ぐ
る
こ
と

　
　
　
3
、
挨
拶
に
用
ゆ
る
名
刺
に
は
「
応
召
」
「
入
隊
部
隊
名
」
「
出
発
月
日

　
　
　
　
（
駅
）
」
は
印
刷
せ
ざ
る
こ
と

　
　
　
4
、
記
名
し
た
国
旗
、
奉
公
袋
等
は
風
呂
敷
包
等
と
し
応
召
者
た
る
こ
と
を

　
　
　
　
知
り
得
る
こ
と
な
き
様
注
意
す
る
こ
と

　
　
　
5
、
応
召
さ
れ
た
る
事
実
を
親
戚
、
知
己
等
に
通
知
す
る
場
合
は
「
動
員
」

　
　
　
　
の
語
を
用
ひ
ざ
る
こ
と
尚
ほ
入
隊
部
隊
名
入
隊
月
日
は
記
載
せ
さ
る
こ
と

　
　
　
　
と
し
必
ず
封
書
た
る
こ
と

実

に
詳
細
な
指
示
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
つ
い
で
七
月
二
三
日
、
高
田
警
察
署
長
か
ら
各
村
長
に
、
「
臨
時
業
務
間
防
諜
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
4
）

関
す
る
件
」
が
送
付
さ
れ
、
新
潟
連
隊
区
司
令
官
か
ら
の
通
牒
が
伝
え
ら
れ
た
。

　
　
一
、
「
動
員
」
の
語
は
一
切
使
用
を
禁
ず

　
　

二
、
応
召
員
の
服
装
は
下
士
官
以
下
軍
服
以
外
の
も
の
（
軍
服
類
似
の
も
の
を

　
　
　
含
む
）
に
し
て
成
る
べ
く
平
常
着
用
被
服
を
使
用
す
る
こ
と

　
　
　
私
服
類
を
郷
里
に
返
送
す
る
為
の
梱
包
材
料
を
携
行
す
る
こ
と

　
　
　
私
物
の
軍
刀
類
は
携
行
す
べ
か
ら
ず
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奉
公
袋
等
は
風
呂
敷
包
と
な
す
こ
と

　
　
　
頭
髪
は
殊
更
散
髪
す
る
に
及
ば
ず

　
　
　
但
し
准
士
官
以
上
は
軍
服
着
用
差
支
な
き
も
軍
服
の
場
合
は
軍
装
品
は
鞄
等

　
　
　
に

収
容
携
行
す
べ
し

　
　

三
、
付
添
人
は
廃
止
せ
し
む
る
こ
と
但
し
病
気
其
の
他
巳
む
を
得
ざ
る
場
合

　
　
　

に
於
て
も
一
名
と
し
其
の
服
装
は
前
項
に
準
ず

　
　

四
、
入
隊
後
の
礼
状
発
送
は
成
る
べ
く
全
廃
せ
し
む
る
こ
と

　
　

五
、
即
日
帰
郷
者
に
対
し
特
に
言
動
に
注
意
せ
し
む
る
こ
と

　
　

六
、
応
召
者
に
対
す
る
面
会
は
一
切
許
可
せ
ら
れ
ず

こ
れ
に
よ
り
、
軍
が
、
軍
服
や
奉
公
袋
な
ど
か
ら
在
郷
軍
人
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す

る
の
を
危
惧
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ち
な
み
に
、
七
月
二
五
日
に
高
士
村
役
場
か
ら
応
召
員
に
送
付
さ
れ
た
「
秘
（
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

事
機
密
）
応
召
の
為
出
発
に
関
す
る
件
」
で
は
、
応
召
員
の
集
合
方
法
ま
で
も
事
細

か

く
指
示
さ
れ
て
お
り
、
召
集
業
務
を
あ
く
ま
で
も
秘
密
裡
に
遂
行
し
よ
う
と
す
る

強
い
意
志
が
み
て
と
れ
る
。

　
　

1
、
自
転
車
に
乗
車
し
得
る
も
の
は
自
転
車
に
依
り
村
集
合
所
に
至
る
も
の
と

　
　
　
す

　
　

2
、
徒
歩
に
て
村
集
合
に
至
る
も
の
は
可
成
順
路
以
外
の
道
路
を
通
行
す
る
こ

　
　
　
と

　
　
3
、
応
召
者
我
家
を
出
発
す
る
と
き
は
単
身
と
し
絶
対
屋
外
見
送
り
は
為
さ
さ

　
　
　
る
こ
と
要
す
る
に
一
般
に
応
召
な
る
こ
と
を
知
ら
し
め
ざ
る
も
の
と
す

　
　
4
、
入
隊
後
の
着
替
服
等
返
送
の
為
の
包
装
用
物
件
を
充
分
取
揃
へ
携
行
す
る

　
　
　
こ
と

　
九
月
二
日
に
な
っ
て
も
、
新
潟
連
隊
区
司
令
部
は
各
町
村
長
に
、
「
現
役
兵
入
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

に
付
防
諜
等
に
関
し
特
に
注
意
す
べ
き
件
通
牒
」
を
送
付
し
、
「
上
司
」
（
師
団
）
よ

り
の
要
望
と
し
て
次
の
徹
底
を
要
請
し
た
。

　
　
一
、
入
営
人
員
及
入
営
部
隊
の
秘
匿
に
注
意
す
る
事

　
　

二
、
駅
頭
の
歓
送
は
廃
止
す
る
事

　
　

三
、
旗
、
幟
及
穆
の
類
並
日
の
丸
の
胸
章
は
一
切
植
立
又
は
携
行
せ
し
め
さ
る

　
　
　
事

　
　

四
、
官
公
吏
以
外
の
付
添
人
は
厳
禁
す
る
事

　

日
米
英
開
戦
後
の
一
二
月
二
三
日
、
新
潟
連
隊
区
司
令
部
も
市
町
村
長
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
4
7
）

「
入
、
退
営
者
、
出
戦
及
帰
還
部
隊
の
送
迎
に
関
す
る
指
導
要
領
の
件
通
牒
」
を
送

付
し
、
将
兵
と
銃
後
国
民
の
志
気
を
昂
揚
さ
せ
国
民
感
情
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
従

来
の
制
限
を
緩
和
し
、
送
迎
を
精
神
的
に
盛
大
な
も
の
と
す
る
方
針
を
、
関
係
団
体

に
通
知
指
導
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
勿
論
、
軍
機
保
護
法
・
同
施
行
規
則
に
抵
触
し

な
い
こ
と
が
前
提
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
際
、

　
・
送
迎
に
よ
り
交
通
量
を
激
増
さ
せ
、
軍
事
・
生
産
輸
送
等
の
主
要
運
輸
を
妨
害

　
　
せ
ぬ

こ
と

　
・
衛
戌
地
に
送
迎
者
が
蝟
集
し
、
該
地
の
食
糧
統
制
を
混
乱
さ
せ
ぬ
こ
と

　
・
警
備
、
防
空
に
必
要
な
人
員
は
送
迎
の
為
持
場
を
離
れ
ぬ
こ
と

　
・
平
時
業
務
、
特
に
生
産
能
力
を
低
下
さ
せ
ぬ
こ
と
、
物
資
・
経
費
等
は
極
力
節

　
　
約
す
る
こ
と

な
ど
の
点
が
注
意
さ
れ
、
さ
ら
に
細
部
に
わ
た
り
左
の
よ
う
な
指
示
が
な
さ
れ
た
。

　
　
1
、
祈
願
式
、
壮
行
式
、
激
励
式
、
歓
迎
式
等
は
荘
厳
且
簡
素
に
行
ふ
こ
と

　

　
2
、
入
、
退
営
者
の
送
迎

　
　
　
イ
、
入
、
退
営
当
日
市
町
村
、
公
会
、
隣
組
等
は
な
る
へ
く
国
旗
を
掲
け
慶

　
　
　
　
祝
の
意
を
表
す
る
こ
と

　
　
　
ロ
、
送
迎
者
の
範
囲
は
在
郷
軍
人
分
会
、
其
他
各
種
団
体
及
隣
組
並
父
兄
近

　
　
　
　
親
者
と
し
総
て
最
寄
停
車
（
留
）
場
迄
に
止
め
部
隊
に
至
ら
し
め
す
、
但

　
　
　
　
し
病
人
等
特
別
の
者
に
限
り
部
隊
迄
付
添
は
し
む
る
こ
と
を
得

　
　
　
ハ
、
市
町
村
等
に
於
て
は
現
役
入
営
者
の
指
導
並
に
部
隊
と
の
連
絡
に
遺
漏

　
　
　
　
な
か
ら
し
む
る
為
可
成
所
要
の
吏
員
等
を
部
隊
迄
付
添
は
し
む
る
こ
と

　
　
　
こ
、
駅
構
内
の
送
迎
は
一
般
に
之
を
厳
禁
す
、
但
し
駅
構
内
以
外
の
沿
線
に
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於
て

送
迎
す
る
は
差
支
な
し
、
之
か
為
其
の
場
所
等
は
関
係
者
に
於
て
駅

　

長

と
協
議
す
る
も
の
と
す

ホ
、
衛
戊
地
居
住
者
に
し
て
同
地
の
部
隊
に
（
よ
り
）
入
（
退
）
営
す
る
者

　
　
の
送
迎
は
公
会
又
は
隣
組
単
位
と
し
部
隊
迄
（
よ
り
）
の
見
送
（
出
迎
）

　
　
は
近
親
者
の
み
と
す

　
へ
、
公
会
隣
組
等
の
送
迎
に
は
な
る
へ
く
少
国
民
を
も
加
へ
志
気
の
昂
揚
を

　
　
図
る
こ
と

ト
、
入
営
者
の
服
装
は
制
限
せ
さ
る
も
可
成
軍
服
、
国
民
服
、
訓
練
服
等
質

　
　
素
且
軽
快
な
る
こ
と
、
又
旗
、
幟
及
穆
の
類
其
の
他
胸
章
は
一
切
植
立
せ

　
　
し
め
さ
る
こ
と

　
チ
、
退
営
者
の
服
装
は
な
る
へ
く
軍
服
（
私
物
）
と
す
る
如
く
入
営
当
初
よ

　
　
り
部
隊
に
於
て
所
要
の
指
導
を
為
す

　
リ
、
楽
隊
等
を
有
す
る
も
の
は
之
を
以
て
送
迎
す
る
は
差
支
な
き
も
新
に
之

　
　
か
編
成
等
は
差
控
ふ
る
こ
と

　
ヌ
、
個
人
よ
り
の
饅
別
は
之
を
廃
止
し
市
町
村
、
公
会
、
隣
組
等
よ
り
之
を

　
　
贈
る
場
合
は
記
念
貯
金
と
し
通
牒
を
交
付
す
る
等
の
方
法
に
依
る
こ
と

　
　
入
、
退
営
者
は
送
迎
者
に
対
し
謝
礼
の
挨
拶
の
み
に
止
め
物
質
的
謝
礼
を

　
　
な
し
又
は
饗
応
等
を
な
さ
さ
る
こ
と

3
、
出
戦
部
隊
停
車
場
の
見
送

　
イ
、
乗
車
駅
構
内
見
送
者

　
　
－
出
戦
将
校
以
下
近
親
者
等
一
名
に
限
り
入
場
せ
し
む
之
か
為
部
隊
よ
り

　
　
　
予
め
駅
と
交
渉
し
且
入
場
証
を
準
備
交
付
す
る
の
処
置
を
な
す
も
の
と

　
　
　
す

　
　
n
部
隊
側
の
見
送
は
出
戦
部
隊
の
営
門
に
て
実
施
し
駅
構
内
に
は
関
係
あ

　
　
　
る
将
校
の
み
入
場
す
る
こ
と

　
ロ
、
駅
構
内
外
に
於
け
る
見
送
は
特
に
制
限
せ
す

　
ハ
、
駅
前
に
於
て
地
方
長
官
、
市
長
等
の
歓
送
式
は
防
諜
上
実
施
せ
す

　
　
　
二
、
沿
線
各
駅
に
於
け
る
団
体
及
近
親
者
の
歓
送
は
第
二
項
「
二
」
の
要
領

　
　
　
　
に
準
し
構
外
と
す

　
　
4
、
帰
還
部
隊
の
出
迎

　
　
　
イ
、
一
般
地
方
出
迎
人
は
駅
構
内
に
入
場
せ
し
め
す
構
外
に
於
て
出
迎
へ
し

　
　
　
　
む

　
　
　
ロ
、
駅
前
広
場
等
に
於
て
地
方
長
官
、
市
長
等
に
於
て
な
る
へ
く
歓
迎
式
を

　
　
　
　
実
施
す
る
こ
と

　
　
　
ハ
、
沿
線
各
駅
に
於
け
る
団
体
及
近
親
者
の
歓
迎
要
項
は
歓
送
時
に
同
し

　
　
5
、
其
の
他
一
般
事
項

　
　
　
イ
、
送
迎
に
際
し
て
は
な
る
へ
く
小
国
旗
を
用
ふ
る
こ
と
又
物
質
節
約
上
幟

　
　
　
　
等
は
樹
て
さ
る
こ
と

　
　
　
ロ
、
衛
戊
地
に
於
け
る
出
戦
及
帰
還
部
隊
の
送
迎
の
際
統
制
あ
る
団
体
を
し

　
　
　
　
て
適
宜
其
の
人
員
を
制
限
し
て
駅
構
内
に
入
場
せ
し
む
る
は
支
障
な
し
、

　
　
　
　
但
し
此
場
合
に
在
り
て
は
衛
戊
司
令
官
に
於
て
停
車
場
司
令
官
又
は
駅
長

　
　
　
　
と
協
議
し
適
宜
指
示
す
る
も
の
と
す

　
　
　
ハ
、
出
征
者
の
門
標
並
に
戦
没
者
の
家
族
慰
問
の
便
を
図
る
為
の
道
標
等
の

　
　
　
　
設
置
は
差
支
な
し

以
前
の
方
針
に
ほ
と
ん
ど
戻
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

⑤
お
わ
り
に

　
以
上
、
長
野
県
と
新
潟
県
の
徴
兵
・
兵
事
史
料
か
ら
、
満
州
事
変
、
日
中
戦
争
、

ア

ジ
ア
太
平
洋
戦
争
へ
と
続
く
戦
争
の
長
期
化
の
中
で
、
国
家
、
特
に
軍
が
、
兵
士

の
見
送
り
と
帰
還
に
ど
の
よ
う
な
方
針
で
臨
ん
だ
の
か
、
軍
が
出
征
兵
士
と
民
衆
と

の

「
別
れ
」
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
、
兵
士
を
ど
の
よ
う
に
し
て
送
り
出
し
た
の

か
、
あ
る
い
は
迎
え
入
れ
た
の
か
、
す
な
わ
ち
軍
に
よ
る
民
衆
動
員
の
あ
り
方
に
つ

い

て
、
考
察
し
た
。
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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吉良芳恵［昭和期の徴兵・兵事史料から見た兵士の見送りと帰還］

　
①
満
州
事
変
期
、
入
営
・
除
隊
兵
の
歓
送
迎
会
は
盛
大
に
行
わ
れ
た
が
、
昭
和
恐

慌
の
影
響
も
あ
り
、
軍
は
入
営
兵
へ
の
饒
別
や
除
隊
兵
の
返
礼
等
旧
習
の
打
破
、
冗

費
の
節
約
に
力
を
入
れ
た
。
し
か
し
民
衆
の
習
慣
を
変
え
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か

っ
た
。

　
②
日
中
戦
争
が
勃
発
し
、
多
く
の
兵
士
が
動
員
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
応
召
兵

の

出
征
を
祝
す
壮
行
会
や
歓
送
会
、
激
励
会
、
武
運
長
久
を
祈
る
祈
願
祭
等
が
盛
大

に
行
わ
れ
、
「
赤
紙
の
祭
」
が
始
ま
っ
た
。
し
か
し
戦
争
が
長
期
化
す
る
と
、
軍
は

防
諜
を
理
由
に
入
営
・
応
召
兵
の
盛
大
な
歓
送
迎
会
や
見
送
り
等
、
「
別
れ
」
の
儀

式
の
簡
素
化
を
試
み
、
特
に
帰
還
兵
士
の
歓
迎
に
は
自
粛
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ

た
。　

③
一
九
四
一
年
の
関
特
演
は
、
こ
う
し
た
「
別
れ
」
の
儀
式
を
一
変
さ
せ
た
。
防

諜
の

た
め
、
歓
送
や
見
送
り
、
送
別
会
、
祈
願
祭
な
ど
種
々
の
儀
式
が
制
限
、
禁
止

さ
れ
、
兵
士
達
は
私
服
で
秘
密
裡
に
出
征
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
「
赤
紙
の

祭
」
の
終
焉
を
意
味
し
、
兵
士
や
民
衆
の
志
気
を
弱
め
、
戦
意
を
喪
失
さ
せ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
藤
井
氏
が
、
「
祭
な
し
に
民
衆
の
死
を
買
う
に
は
抑
圧
と
狂
気
を
つ
よ

め

ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
れ
は
銃
後
形
成
史
の
自
己
撞
着
で
も
あ
っ
た
」
（
『
国
防

婦

人
会
』
二
二
二
頁
）
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
軍
の
政
策
は
、
戦
争
遂
行
・
民
衆
動

員
に
矛
盾
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
④
軍

は
米
英
と
の
開
戦
後
、
銃
後
の
骸
屈
し
た
気
分
を
一
掃
し
戦
意
を
昂
揚
さ
せ

る
た
め
、
歓
送
や
見
送
り
等
を
許
可
す
る
な
ど
、
諸
種
の
制
限
を
緩
和
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
。
「
赤
紙
の
祭
」
の
復
活
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
根
こ
そ
ぎ
動
員
体
制

の

下

で

は
、
増
え
続
け
る
戦
死
者
を
ど
の
よ
う
に
祭
る
か
が
最
大
課
題
で
あ
り
、

「赤
紙
の
祭
」
の
熱
狂
は
、
も
う
ど
こ
に
も
見
あ
た
ら
ぬ
時
代
が
到
来
し
て
い
た
。

　
以
上

が
、
地
域
の
徴
兵
・
兵
事
史
料
か
ら
見
た
、
入
営
・
応
召
兵
の
歓
送
迎
に
対

す
る
軍
の
政
策
の
変
遷
で
あ
る
が
、
特
に
③
の
段
階
に
お
い
て
は
、
各
師
団
、
各
連

隊
の
間
で
時
期
や
そ
の
具
体
的
指
示
内
容
に
若
干
の
差
異
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し

た
。
荒
川
章
二
氏
の
『
軍
隊
と
地
域
』
（
青
木
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
二
六
二
～
二

六
三

頁
）
で
も
、
静
岡
県
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
時
期
や
内
容
が
若

干
異
な
る
。
こ
う
し
た
地
域
間
の
ズ
レ
は
、
各
連
隊
の
動
員
時
期
が
異
な
る
こ
と
か

ら
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
伝
達
さ
れ
る
内
容
に
は
微
妙
な
差
異
が
あ
る
。
お
そ

ら
く
軍
命
令
の
受
容
の
あ
り
方
が
師
団
や
連
隊
だ
け
で
な
く
、
各
府
県
、
市
町
村
に

よ
っ
て
も
異
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
今

後
の

課
題
と
し
た
い
。

註（
1
）
　
藤
井
忠
俊
『
国
防
婦
人
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
、
一
五
〇
頁
。

（
2
）
『
野
沢
町
報
』
第
八
八
号
、
一
九
三
一
年
一
二
月
一
〇
日
。

（
3
）
　
『
野
沢
町
報
』
第
一
三
六
号
、
↓
九
三
五
年
一
二
月
一
〇
日
。

（
4
）
　
『
野
沢
町
報
』
第
九
一
・
九
二
号
、
一
九
三
二
年
三
月
↓
○
日
・
四
月
一
〇
日
。

（
5
）
　
『
上
越
市
史
　
別
編
7
　
兵
事
資
料
』
上
越
市
、
二
〇
〇
〇
年
、
六
三
～
六
四
頁
。
一
九
七

　
　
一
年
に
高
田
市
と
直
江
津
市
が
合
併
し
て
で
き
た
上
越
市
の
こ
の
資
料
集
に
は
、
高
田
市
域

　
　
内
の
旧
和
田
村
・
旧
高
士
村
の
兵
事
史
料
が
編
纂
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
　
同
前
『
上
越
市
史
　
別
編
7
　
兵
事
資
料
』
六
七
～
六
九
頁
。

（
7
）
　
同
前
『
上
越
市
史
　
別
編
7
　
兵
事
資
料
』
七
五
頁
。

（
8
）
　
前
掲
『
国
防
婦
人
会
』
　
一
四
五
～
一
四
八
頁
。

（
9
）
　
『
桜
井
時
報
』
第
九
八
・
九
九
・
一
〇
↓
号
、
一
九
三
七
年
七
月
三
〇
日
・
八
月
三
〇
日
・

　
　
一
〇
月
三
〇
日
。
平
賀
村
役
場
「
昭
和
拾
弐
年
度
　
徴
兵
事
務
関
係
綴
」
佐
久
市
役
所
所
蔵

　
　
（
以
後
平
賀
村
役
場
文
書
は
全
て
佐
久
市
役
所
所
蔵
）
。

（
1
0
）
　
『
桜
井
時
報
』
第
九
九
号
、
一
九
三
七
年
八
月
三
〇
日
。

（
1
1
）
　
前
掲
『
国
防
婦
人
会
』
　
一
四
六
頁
。

（
1
2
）
　
前
掲
「
昭
和
拾
弐
年
度
　
徴
兵
事
務
関
係
綴
」
。

（
1
3
）
　
同
前
「
昭
和
拾
弐
年
度
　
徴
兵
事
務
関
係
綴
」
。

（
1
4
）
　
前
掲
『
上
越
市
史
　
別
編
7
　
兵
事
資
料
』
一
五
五
～
一
五
七
頁
。

（
1
5
）
　
同
前
『
上
越
市
史
　
別
編
7
　
兵
事
資
料
』
一
六
六
～
一
六
七
頁
。

（
1
6
）
　
同
前
『
上
越
市
史
　
別
編
7
　
兵
事
資
料
』
一
八
二
～
一
八
三
頁
。
ち
な
み
に
、
二
月
二
三

　
　
日
、
内
務
省
警
保
局
長
は
警
視
総
監
・
各
庁
府
県
長
官
に
あ
て
て
、
「
復
員
に
伴
ふ
治
安
上
注

　
　

意
方
の
件
」
を
送
付
し
、
そ
の
中
で
、
帰
還
将
兵
の
歓
迎
は
、
戦
死
傷
者
の
遺
家
族
の
感
情

　
　

を
刺
激
し
な
い
よ
う
、
「
お
祭
騒
」
に
墜
ち
ぬ
よ
う
、
関
係
方
面
の
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
を

　
　
指
示
し
て
い
る
（
『
資
料
日
本
現
代
史
1
0
ー
日
中
戦
争
期
の
国
民
動
員
①
』
大
月
書
店
、
一
九

　
　
八
四
年
、
三
四
五
頁
）
。
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（
1
7
）
　
同
前
『
上
越
市
史
　
別
編
7
　
兵
事
資
料
』
一
八
一
～
一
八
二
頁
。

（
1
8
）
　
「
昭
和
十
二
～
昭
和
十
三
年
来
翰
綴
（
陸
支
普
）
第
］
部
」
防
衛
庁
防
衛
研
究
所
図
書
館

　
　
所
蔵
。

（
1
9
）
　
『
野
沢
町
報
』
第
一
六
四
号
、
一
九
三
八
年
四
月
一
〇
日
。

（
2
0
）
　
前
掲
『
上
越
市
史
　
別
編
7
　
兵
事
資
料
』
一
八
七
～
一
八
八
頁
。

（
2
1
）
　
『
野
沢
町
報
』
第
一
八
三
号
、
一
九
三
九
年
九
月
一
〇
日
。

（
2
2
）
前
掲
『
上
越
市
史
　
別
編
7
　
兵
事
資
料
』
一
九
二
頁
。

（
2
3
）
　
同
前
『
上
越
市
史
　
別
編
7
　
兵
事
資
料
』
一
九
五
頁
。

（
2
4
）
　
平
賀
村
役
場
「
公
文
編
冊
　
昭
和
十
六
年
分
　
兵
事
関
係
綴
」
。
ち
な
み
に
、
松
本
連
隊
区

　
　
は
一
九
四
〇
年
七
月
か
ら
東
部
軍
管
区
宇
都
宮
師
管
下
に
入
り
、
一
九
四
一
年
八
月
か
ら
は
東

　

部
軍
管
区
金
沢
師
管
長
野
連
隊
区
と
な
っ
た
。

（
2
5
）
　
同
前
「
公
文
編
冊
　
昭
和
十
六
年
分
　
兵
事
関
係
綴
」
。

（
2
6
）
喜
多
村
理
子
『
徴
兵
・
戦
争
と
民
衆
』
吉
川
弘
文
館
、
］
九
九
九
年
、
一
二
六
、
一
三
五

　
頁
。

（
2
7
）
　
黒
田
俊
雄
編
『
村
と
戦
争
ー
兵
事
係
の
証
言
』
桂
書
房
、
一
九
八
八
年
、
五
七
～
五
九
頁
。

（
2
8
）
　
前
掲
「
公
文
編
冊
　
昭
和
十
六
年
分
　
兵
事
関
係
綴
」
。

（
2
9
）
　
同
前
「
公
文
編
冊
　
昭
和
十
六
年
分
　
兵
事
関
係
綴
」
。

（
3
0
）
　
同
前
「
公
文
編
冊
　
昭
和
十
六
年
分
　
兵
事
関
係
綴
」
。

（
3
1
）
　
同
工
9
0
「
公
文
編
冊
　
昭
和
十
六
年
分
　
兵
事
関
係
綴
」
。

（
3
2
）
　
藤
井
忠
俊
『
兵
た
ち
の
戦
争
ー
手
紙
・
日
記
・
体
験
記
を
読
み
解
く
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇

　

〇
〇
年
、
一
八
頁
。

（
3
3
）
　
前
掲
「
公
文
編
冊
　
昭
和
十
六
年
分
　
兵
事
関
係
綴
」
。

（
3
4
）
　
同
前
「
公
文
編
冊
　
昭
和
十
六
年
分
　
兵
事
関
係
綴
」
。

（
3
5
）
　
前
掲
『
兵
た
ち
の
戦
争
ー
手
紙
・
日
記
・
体
験
記
を
読
み
解
く
』
一
八
頁
。

（
3
6
）
　
下
伊
那
郡
座
光
寺
村
役
場
「
自
昭
和
十
六
年
至
十
七
年
　
動
員
に
関
す
る
発
来
翰
綴
」
長
野

　

県
立
歴
史
館
所
蔵
複
製
史
料
。

（
3
7
）
前
掲
「
公
文
編
冊
　
昭
和
十
六
年
分
　
兵
事
関
係
綴
」
。

（
3
8
）
　
前
掲
『
村
と
戦
争
ー
兵
事
係
の
証
言
』
五
三
～
五
四
頁
。
小
澤
真
人
・
N
H
K
取
材
班
『
赤

　
　
紙
』
創
元
社
、
一
九
九
七
年
、
一
六
六
～
一
六
七
頁
。

（
3
9
）
　
前
掲
「
公
文
編
冊
　
昭
和
十
六
年
分
　
兵
事
関
係
綴
」
。

（
4
0
）
　
平
賀
村
役
場
「
公
文
編
冊
　
昭
和
十
七
年
分
　
兵
事
関
係
綴
」
。

（
4
1
）
　
平
賀
村
役
場
「
公
文
編
冊
　
昭
和
十
八
年
分
　
兵
事
関
係
綴
」
、
同
「
昭
和
十
九
年
分
　
兵

　

事
関
係
書
類
」
。

（
4
2
）
　
前
掲
『
上
越
市
史
　
別
編
7
　
兵
事
資
料
』
三
三
〇
～
三
三
二
頁
。

（
4
3
）
　
同
前
『
上
越
市
史
　
別
編
7
　
兵
事
資
料
』
三
三
二
～
三
三
四
頁
。

47

同
前

　　　　　　　　　

坦些坐

酬留
『上
越
市
史
　
別
編
7
　
兵
事
資
料
』
三
三
六
～
三
三
七
頁
。

『上
越
市
史
　
別
編
7
　
兵
事
資
料
』
三
三
七
～
三
三
八
頁
。

『上
越
市
史
　
別
編
7
　
兵
事
資
料
』
三
三
四
～
三
三
五
頁
。

『上
越
市
史
　
別
編
7
　
兵
事
資
料
』
三
四
九
～
三
五
四
頁
。

　
　
（
日
本
女
子
大
学
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

　
（
二
〇
〇
二
年
四
月
三
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
二
年
六
月
二
八
日
審
査
終
了
）
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Seeing　off　and　Welcoming　Home　Soldiers，　as　Seen　from　Historical　Docu－

mentation　Related　to　the　Draft　and　Military　Matters　in　the　Showa　Era

KIRA　Yoshie

This　paper　draws　upon　historical　documentation　related　to　the　draft　and　military　matters，　in　an

attempt　to　illustrate　the　state　and　military’s　policies　with　regard　to　hometown　gatherings　to　see

off　and　welcome　home　soldiers　as　well　as　to　show　how　the　soldiers　were　sent　to　the　battlefront

and　how　they　returned，　in　the　period　from　the　Manchurian　Incident　through　the　Chinese－

Japanese　War　and　the　Asia－Paci丘c　War．

　　　At　the　time　of　the　Manchurian　Incident，　the　military　put　its　efforts　into　cutting　down　on

unnecessary　expenses　and　abolishing　old　customs　such　as　farewell　gifts　for　newly　enlisted

soldiers　and　return　gifts　by　discharged　soldiers．　Later，　as　the　army　began　to　mobilize　a　great

number　of　soldiers　with　the　start　of　the　Chinese－Japanese　War，　grand　send－off　parties　and　pep－

rallies　and　prayer　sessions　for　eternal　fortune　began　to　be　held．　This　was　the　beginning　of　the

“Red　Paper（enlist　card）Festival．”As　the　war　continued　and　the　situation　was　prolonged，　the

military　attempted，　on　grounds　of　preventing　espionage，　to　simplify“farewell”ceremonies　such

as　the　grand　send－off　parties　and　pep－rallies　for　newly　enlisted　soldiers　and，　being　particularly

sensitive　with　regard　to　welcoming　back　repatriated　soldiers，　called　for　related　parties　to

exercise　self－restraint　in　giving　ceremonies．

　　　However，　the　situation　regarding　such“farewe11”ceremonies　changed　completely　with　the

Kwantung　Army’s　Special　Exercises　in　July　1941．　On　grounds　of　preventing　espionage，　the

military　instructed　local　authorities　to　carry　out　draft　operations　in　top．secret．　At　the　beginning，

alack　of　policy　coordination　in　the　military　led　to　some　confusion　in　the　authorities　but　later，

due　to　the　military’s　strong　insistence，　send－off　parties　at　shrines　and　schools，　seeing　people　off

at　the　train　station，　farewell　parties，　prayer　session，　and　other　ceremonies　were　restricted　or

forbidden　and　the　draftees　were　forbidden　to　wear　military　uniform　but　had　to　leave　for　the

battlefront　in　secret　wearing　civilian　clothes．　This　signified　the　end　of　the“Red　Paper　Festival”

and　brought　down　the　morale　of　the　soldiers　and　the　people，　causing　them　to　lose　their　fighting

spirit．　These　policies　themselves　were　contradictory　to　the　pursuit　of　war．

　　　Therefore，　in　order　to　disperse　the　feeling　of　misery　at　the　home　front　and　to　boost　morale，

the　military，　after　the　outbreak　of　war　between　Japan　and　the　US　and　the　UK　in　December

1941，began　to　permit　send－off　and　farewell　parties　and　started　to　ease　various　regulations．　In

this　way，　the“Red　Paper　Festivals”were　restored．　Nevertheless，　as　the　military　continued　to

advance　their　plan　for　total　enlistment，　their　most　serious　concern　dealt　with　how　to　conduct

services　for　the　ever－growing　number　of　war　dead．　By　this　time，　such　grand　celebrations　of“Red

Paper　Festivals”as　might　expose　the　military　to　the　risk　of　espionage　had　completely

disapPeared．
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